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Disclosure　もくじ  

●大阪エコ農産物 
農薬の使用回数、化学肥料（チッソ・リン酸）の使用量が

大阪府内の標準的な使用回数・量の半分以下になるよう府が

基準を設定し、基準以下で栽培される農産物を大阪エコ農産

物として府が認証するもの 

●オペレーショナル・リスク 
職員の事務事故やシステム障害などによるリスクのことを

いう。新ＢＩＳ規制では、１年間の粗利益に１５％を乗じて得た

値の直近３年間の平均値をオペレーショナルリスクとする 

●キャッシュ・フロー 
一定期間内に企業が出し入れした資金の額 

●コンプライアンス 
法令順守。企業が「消費者契約法」などに定められた民事

ルールや行政規制などの取り締まりルールを守るだけでなく、

その実効性を高めるために自主行動基準を設定し、企業内倫

理を確立し、順守すること 

●新ＢＩＳ規制 
２００７年から導入された国際基準の自己資本比率規制 

●トレーサビリティーシステム 
農産物や加工食品が、生産から流通にいたるまでの生産過

程および供給過程を追跡確認する仕組み 

●ライフ・アドバイザー（ＬＡ） 
ＪＡ共済についての専門的知識をもち、相談に応えられる相談員 

●リスク 
損失や不都合を生む可能性を指す。総括して「危険性」のこと 

●リスク・アセット 
定められた危険率に応じて配分した金融資産 

●ＩＣキャッシュカード 
偽造や不正な読み取りが困難なＩＣ（半導体集積回路）を内

蔵し、高い安全性を確保したカード 

用語の説明 

ＪＡのプロフィール 

はじめに 

※１．本冊子は農協法第５４条の３第１項に基づき作成したディスクロージャー資料です。 

※２．計数は、原則として単位未満を切り捨てて表示しております。 

※３．平成１９年３月期から新ＢＩＳ規制（第３の柱）が適用されることにともない、平成１９年３月２３日金融庁・農林水

産省告示第４号「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示項目」が制定され、ディスクロージャー

の開示項目（上記目次の「Ⅴ　自己資本の充実の状況」）が追加されました。そのため、当組合のディスクロージャ

ー誌もそれに応じて、全面的な見直しを実施し、開示項目の追加、記載順序・表形式の変更などを行っております。 

ＪＡ堺市は、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対するご理解を一層深
めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容などについて、利用者の皆
さまのためにわかりやすくまとめた「２００７ディスクロージャー誌」を作成いたしました。 
皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただきますよう
お願い申し上げます。 
今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

平成１９年７月　堺市農業協同組合 

◇設　　　立 

◇本所所在地 

◇出　資　金 

◇総　資　産 

◇単体自己資本比率 

◇組 合 員 数　　　　　　　１９，４８８人 

◇役　員　数　　　　　　　　　３１人 

◇職　員　数　　　　　　　　２８１人 

◇支所・営農センター数　　　　２２カ所 

　　　　　　　　※平成１９年３月３１日現在 

（５０音順） 

昭和４４年３月 

堺市西区上野芝町 

１０億円 

３,３４１億円 

１９．５３％ 
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　平素は、　Ｊ 　Ａ 堺市をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

　当　Ｊ 　Ａ は発足以来、堅実で健全な経営を基本理念に、組合員のみなさまをはじめ

地域のみなさまの豊かな暮らしの実現に向けて、常に良質なサービスと情報の提供

につとめてきました。

　近年の　Ｊ 　Ａ をめぐる情勢は、わが国の金融・経済動向の影響を受けて大変厳しい

ものがあります。また、農業を取り巻く環境は、食の安全・安心を確保する機能の

発揮が求められるとともに、地産地消運動の高まりをうけて地域農業振興に向けた

取り組みが重要となっています。

　このような情勢のなかにあって　Ｊ 　Ａ 堺市は、各事業に積極的に取り組み、当初計

画通りの実績をあげることができました。経営の健全性を示す指標とされる自己資

本比率は、平成１８年度末で１９．５３％と　Ｊ 　Ａ グループが目標とする国際業務を行う金

融機関に課せられた８％基準を大幅に上回ることができました。

　また、大阪エコ農産物「泉州さかい育ち」の販売支援を行うとともに、ハーベス

トの丘農産物直売所では、販売するすべての農産物に生産履歴情報の提出を求める

など「安全・安心」な農産物の生産と提供につとめました。

　本誌『ディスクロージャー誌』は、当　Ｊ 　Ａ の取り組みや経営内容を正しくご理解

いただき、当　Ｊ 　Ａ への信頼度が一層深まることを願って作成しました。誌面では、

　Ｊ 　Ａ の特徴といえます信用・共済・購買など総合事業の内容を、経営方針や近年の

業績、現在の状況などを含めて説明しています。ご一読いただき、みなさまと当　Ｊ 

　Ａ とのつながりが、より強固なものとなることを願っています。

　農業・　Ｊ 　Ａ 経営を取り巻く情勢はなお厳しさを増していますが、　Ｊ 　Ａ 堺市は組合

員の“営農とくらし”を守り、地域社会に貢献できる諸活動を積極的に展開します。

また、　Ｊ 　Ａ ・信連・農林中金が一体となった事業推進と良質で高度な金融機能サー

ビスの実現を目指す「　Ｊ 　Ａ バンクシステム」の一員として、継続して経営の健全化・

効率化をはかり、みなさまから一層「信用・信頼」され、支持される　Ｊ 　Ａ づくりに

つとめます。

　今後とも、みなさまには一層のご支援ご協力をいただけますよう、心からお願い

申しあげます。

平成１９年７月

堺市農業協同組合
代表理事組合長

ごあいさつ
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●ＪＡ堺市は、農業振興を通じて、「食」「農」「緑」を守り、かけがえのない自然を次世代に
引き継ぎます。

●ＪＡ堺市は、高い倫理観と責任感を持ち、地域社会に貢献できる事業と組織づくりに取り組
みます。

　1 ．経 営 理 念

　2 ．経 営 方 針

『ＪＡ活動と地域社会の共生』
　豊かな暮らしと社会に貢献できるように事業改革を継続し、「安全・安心」を提供し、組合員・地域に役立

つ　Ｊ 　Ａ をめざします。

◆基本目標

１．都市農業の振興と豊かな地域社会づくり
　地域の特性を生かした都市農業の振興と「安全・安心」な農産物の提供を通じて、「食」「農」「環境」を

守り、安心して暮らせる豊かな地域社会づくりにつとめます。

　2 ．組織基盤の拡充と事業・経営管理の強化
　郵政民営化による競争激化が予想されるなか、組合員化推進による組織基盤の拡充と事業の活性化をすす

めます。コンプライアンス（法令順守）やリスク管理の徹底による内部統制の確立に取り組み、地域住民の

期待と信頼にこたえられる　Ｊ 　Ａ づくりにつとめます。

　当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決定事項を踏まえ、

総代会において選出された理事により構成される「理事会」が、組合の業務執行を決定するとともに、理事の職務執行

の監督を行っています。

　また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。

　組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、組合員組織や女性会などから理事の登用を行

っています。また、信用事業には専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第３０条に規定する常勤監事および員

外監事を設置し、経営管理の強化をはかっています。

◆基本方針

　3 ．経営管理体制
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◇営農センターに営農経済渉外担当者９名を配置して安全・安心な農産物の生産指導を実施

◇大阪エコ農産物認証制度に基づく堺ブランド農産物「泉州さかい育ち」の生産推進

◇「定年帰農者等登録制度」など農業の担い手確保に取り組む

◇「ハーベストの丘農産物直売所」（堺市農業公園「交流施設」）の指定管理者として運営

◇毎年１１月２３日に市・市農業委員会と共催の「堺市農業祭」（平成１８年度８万人来場）を開催

◇学校給食および「ハーベストの丘農産物直売所」へ地元集荷米の全量供給を実施して、地産地消を実践

◇「ハーベストの丘農産物直売所」に出荷する全農産物の生産履歴記帳制度を実施

◇堺ブランド農産物「泉州さかい育ち」生産履歴情報をホームページ上に公開

　4 ．農業振興活動

　5 ．地域貢献情報等
（１）全般に関する事項

　当組合は、堺市（美原区の一部を除く）を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、

相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協同組織であり、地域農

業の活性化等に資する地域金融機関です。

　また、当組合の総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同組合として、農業

や各種サービスを通じた社会貢献に努めています。

（２）地域からの資金調達の状況

　当組合の平成１９年３月末の貯金残高は、３１１，３８３百万円で、組合員・利用者の皆さまの計画的な資産作りをお手伝

いするため、目的や期間に応じた各種貯金の取り扱いをしています。

（３）地域への資金供給の状況

　当組合の平成１９年３月末の貸出金残高は、５４，２０４百万円で、当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどから

お預かりした、大切な財産である「貯金」を源泉としています。当組合では資金を必要とする組合員の皆さまや、地

方公共団体などにご利用いただいています。

（４）文化的・社会的貢献に関する事項

＜主なもの＞

○堺市教育委員会を通じて市内全小学校に小学３年生用教育副読本「わたしたちの農業」を寄贈

○管内小学校（９２校）にＪＡグループの子供雑誌「ちゃぐりん」を毎月贈呈

○『堺市小学校夏休み児童作品コンクール』（後援：堺市、堺市教育委員会）を毎年開催

○税理士による無料税務相談会の実施（本所にて毎週火曜日および毎月第２木曜日（一部月を除く））

○弁護士による無料法律相談会の実施（本所にて毎月第１・３木曜日および第４土曜日（一部月を除く））

○各支所に年金友の会を設置するとともに同連絡協議会主催で毎年講演会を開催

平成１８年度講師　タレント　島田　洋七氏　演題「明るく元気になるために」

○各支所に資産管理研究会を設置するとともに同連絡協議会主催で毎年講演会を開催

平成１８年度講師　農中信託銀行主席財務コンサルタント　香取　昂宏氏　演題「資産継承のための相続・遺言の

研究」

○組合員に広報誌『ＣＲＯＰ（くらっぷ）』を毎月郵送し、各種情報を提供

○インターネット上にＪＡ堺市のホームページを開設し、組合員・利用者へ各種情報を提供
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　6 ．事業の概況

経営環境
　平成１８年度のわが国経済は、原油価格の高騰が懸念されましたが、米国経済や中国の好景気により、日銀のゼロ金利解
除後も輸出や大企業の設備投資を中心に緩やかな成長を続けました。一方、都市銀行の不良債権処理に見通しがつき、安
定した収益性の向上のため個人取引への事業拡大が強まってきました。
　農業を取り巻く環境は、輸入農産物の増大による価格低迷のなか、平成１８年には「担い手経営安定法」が成立するなど、
安定した農業経営の振興に向けた施策の集中がすすめられています。また、「食育基本法」のもと「安全・安心」な農産
物へのニーズの高まりや市民農園や農産物直売所の興隆などが見られ、農業の持つ多面的な役割や魅力に関心を持つ消費
者・地域住民への対応が求められています。
　一方、ＪＡをめぐる情勢は、１０月に予定されている郵政民営化をひかえ、大手金融機関も含めた個人取引先の囲い込み
競合が激化するなかで、安定した取引先の拡大と自己運用力の強化による経営の安定が求められています。
　このような中でＪＡ堺市は、「信用・信頼」されるＪＡづくりをめざし、「ＪＡバンクシステム」の一員として良質で高
度な金融機能サービスの提供につとめ、コンプライアンス（法令順守）を基本とした積極的な事業活動を展開しました。
　また、大阪エコ農産物「泉州さかい育ち」の販売支援を行うとともに、ハーベストの丘農産物直売所では、販売するす
べての農産物に生産履歴情報の提出を求めるなど「安全・安心」な農産物の生産と提供につとめました。

　営農・経済が一体となった事業の展開をはかるため、営農経済渉外

担当者と連携した指導購買につとめました。供給拠点として購買店舗・

購買倉庫を活用し、特別供給日・自己引き取りの定着をはかりました。

　また、組合員との「ふれあい・絆」をより強固にするため、購買店

舗・購買倉庫の開店１周年を記念して、１０月に「　Ｊ 　Ａ フェア」を実施

しました。

　販売事業は、昨年４月より堺市の指定管理者としてハーベストの丘

農産物直売所の管理運営を行い、事業運営の効率化と出荷者対応の充

実をはかるとともに、安全・安心な地場産農産物の販売につとめまし

た。

◆指導事業
〔営農指導〕
　消費者の求める新鮮で安全な地場農産物の供給をはかるため、大阪エコ農産物認証制度に基づく堺ブランド農産物「泉州さ

かい育ち」の生産推進を行うとともに、徹底した生産履歴記帳指導と農薬の安全使用に取り組みました。

　兼業農家対策では、営農センターを拠点として、田植えや稲刈りなど各種請負事業の拡充と、不耕作農地の解消につとめま

した。

　また、営農経済渉外担当者による営農指導体制の充実をはかるとともに、購買店舗に設置した営農相談コーナーにおいて、

専門的な営農指導に取り組みました。

　環境保全や景観形成など、農業の持つ多面的機能の発揮を通じて、地域社会との共生につとめるため、『第５次地域農業振

興計画』の普及と実践に取り組むとともに、優良な農業生産基盤の確保や、認定農業者を中心とした担い手対策を実践しまし

た。

　「水田農業構造改革対策」では、行政と連携して、目標面積達成に向けた対応を実施した結果、生産調整目標を達成するこ

とができました。

　また、市民に潤いを提供し農業・農業者とのふれあいを深める場として、市民農園・体験農園の開設や、第３１回堺市農業祭

を開催（１１月２３日大仙公園、８万人来場）しました。

〔農政活動〕

　組合員の農地保全と資産管理への対応を強化するとともに、行政・　Ｊ 　Ａ グループとの連携をはかり、弁護士・税理士による

個別相談を実施しました。

　生活文化活動では、女性会会員の主体的な取り組みによる各種研修会や講習会の開催、ならびに年金友の会活動の実施支援

に取り組みました。

　組合員・地域住民の健康管理活動として、継続して取り組んでいる組合員健康診断には１，２１５人が受診し、生活習慣病の早

期発見・予防につとめました。

〔相談活動〕

◆経済・販売事業

購買品供給高 ５９７，１４０千円

販売品取扱高 ２６３，３８２千円

【事業実績】
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　平成１８年度は、長年続いたゼロ金利政策が７月に解除され、本年

２月には追加利上げが実施されるなど、金融政策の転換期となりま

した。

　このような情勢のなか、地域に密着した　Ｊ 　Ａ の利便性と、　Ｊ 　Ａ バ

ンクシステムによる高度な金融機能サービスの提供につとめ、コン

プライアンスを基本とした事業活動に取り組みました。

　貸出金は、住宅ローンを中心に本所・支所一体となった積極的な

推進により、残高は大きく増加し、経営の安定と自己運用力の強化

につながりました。

◆信用事業

　コンプライアンスに準拠した普及推進体制の構築をはかり、　Ｌ 　Ａ 

（ライフ・アドバイザー）による相談・提案型推進を重点に、一人

ひとりの必要に応じた「ひと・いえ・くるま」の総合保障の提供に

つとめました。

　また、「　Ｊ 　Ａ 共済しあわせ夢くらぶ」による契約者サービスの向

上や、顧客情報の適正管理、事故処理や引受・審査体制の充実に取

り組みました。

◆共済事業

長期共済
　　保有高 ６３５，２２０，８５０千円
　　新契約純増額 ３３，２２９，５９０千円
年金共済
　　保有高 ５，９１６，２０６千円
　　新契約純増額 ４２７，４３０千円
火災共済　　新契約件数 １，９４８件
自動車共済　新契約件数 ７，９０４件
傷害共済　　新契約件数 ２，７４１件
個人賠責共済　新契約件数 ３３９件
自賠責共済　新契約件数 ２，３０６件

【事業実績】

１．安全・安心な農産物の生産と販売

　　　・営農センターを拠点とした出向く営農指導の実践

　　　・大阪エコ農産物「泉州さかい育ち」の生産指導と販売促進

　　　・生産履歴記帳運動の徹底および指導強化

　　　・担い手づくりへの啓発と取り組み

２．経営の安定基盤の確立

　　　・安定取引先の組合員加入促進

　　　・安定的な顧客基盤の拡充強化をはかる事業推進体制の確立

　　　・新　Ｂ 　Ｉ 　Ｓ 規制導入にともなうリスク管理体制の整備

３．内部統制の確立

　　　・コンプライアンス態勢の強化

　　　・内部監査体制整備指針の充実

◆組合が対処すべき課題

貯金残高 ３１１，３８３，５３６千円

貸出金残高 ５４，２０４，０６７千円

【事業実績】

経常利益 ８０９，８０９千円

税引前当期利益 １，４１８，１７２千円

当期剰余金 ９４５，３２５千円

【実　　績】

　組合員・利用者から一層の安心と信頼を確保し、経営の透明性・

健全性の向上をはかるため、コンプライアンス態勢の強化につとめ

るととともに、安定した取引先の確保と組合員の拡充に取り組みま

した。

　内部留保による自己資本の増強や、経営点検・監査機能の強化を

はかり、個人情報保護への取り組みをすすめるため、規程の整備や

研修会を実施しました。

　税引前当期利益・当期剰余金は大きく増加しました。これは、今

年度より会計基準が変更され、貸倒引当金を法定限度額に変更し、

差額の６２６，４７３千円を貸倒引当金戻入益に計上したためです。経常

利益では、昨年度（７５９，１３９千円）とほぼ同じ実績となりました。

◆損益の状況

◆管理関係
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事業活動の案内

     １ ＪＡ全国監査機構大阪府監査部棚卸監査
     １０ 農業啓発小冊子『わたしたちの農業』、同資料編 
      を堺市教育委員会に寄贈（計９，８０２冊）
  １０～７／１１ 組合員健康診断（延べ３３日間で１，２１５人受診）
     １５ 住宅ローン相談会（全支所）
    ２０～２２ 第１１回ＪＡ石材大商談会（府下８ＪＡが共催）
    ２４～２６ ＪＡ全国監査機構大阪府監査部期末監査

     ３ 堺市野菜振興会が憲法記念日知事表彰を受賞
     ３ 住宅ローン相談会（ＡＢＣハウジング中百舌鳥住
      宅展示場）
   ７～６／１８ 水稲は種・育苗作業（５４，４００枚）
     １９ 第３７回女性会通常総会（４５６人出席）

     ２０ 住宅ローン相談会（全支所）
     ２２ ４Ｈクラブ総会（１１人出席）
    ２２・２３ 監事監査（平成１７年度決算監査）

     ２４ 野菜振興会総代会（２７人出席）
     ２５ 観光農業振興会総会（１１人出席）
     ２６ 緑花振興会総会（１５人出席）
     ２９ 農作業受託協議会総会（８人出席）
     ３０ 果樹振興会総会（２６人出席）

    １～１８ 請負田植え（３２ha）

   １～７／３１ 夏期貯蓄キャンペーン（１４億円挙績）
     ２ 女性会リーダー研修会（２１５人参加、本所）4月 Apr.

　7 ．事業活動のトピックス

     １４ 観光農業振興会視察研修会（２０人参加、三重県桑
      名市方面）
     １５ 住宅ローン相談会（全支所）
     １９ 資産管理・年金友の会連絡協議会
     １９ 資産管理連絡協議会講演会（１２２人出席、「『資産 
      承継』のための相続・遺言の研究」講師　農中信
      託銀行主席財務コンサルタント　香取　昴宏氏）

     １ 情報開示の一環として作成した「ディスクロージ
      ャー誌」を全組合員に郵送（ＣＲＯＰに同封）
    １～２ 女性会が第４１回民踊の夕べに参加（堺市民会館、 
      ２３２人）
    ２～１０ ＪＡ全国監査機構大阪府監査部期中監査Ⅰ
    ３～２４ 農業・不動産所得の記帳指導（３５件）
     １９ 住宅ローン相談会（全支所）
    ２０～２１ ４Ｈクラブ視察研修会（１１人参加、ＪＡ徳島市）
    ２７～２８ 果樹振興会視察研修会（２７人参加、愛知県）

    ３～１１ 農繁期の休日対応
    １２～１９ 支所別決算説明会
     １６ 大阪エコ農産物認証制度説明会
１７・２４・２５ 住宅ローン相談会（全支所）
    ２１・２２ 大阪エコ農産物認証制度申請受付
     ２３ 第３７回通常総代会（５３０人出席）

    ６～７ 女性会会員の集い（３８５人参加、静岡、愛知県方面）

5月 May

6月 Jun.

7月 Jul.

8月 Aug.

     １ 女性会健康体操会（２１８人参加）
    １～２１ 秋の農機具点検整備（５７件）
    ４～１０ 秋の特別供給日（１，７１５万円供給）
    ８～９ 秋の農機具展示会

9月 Sep.
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  １～１２／２９ 年末貯蓄増強運動（７５億円挙績）
     ５ 農業祭関連行事「堺の農業体験バスツアー」（市 
      民７１人を招待）
    ８～１５ 平成１８年産米集荷（４，３０８袋）
     １８ 住宅ローン相談会（全支所）
    ２０～２２ ＪＡ全国監査機構大阪府監査部期中監査Ⅱ
     ２３ 第３１回堺市農業祭（８万人来場）

     ２７ 農産物直売所運営委員会視察研修会（２２人参加、 
      イングランドの丘）
  ２７～１２／２ 春肥特別供給日（７０３万円供給）

     ８ 堺ブランド農産物推進協議会研修会（５３人参加）
     ９ 堺市酪農協議会視察研修会（２３人参加、おおさか
      府民牧場）
    １２～２４ 水稲特別供給日（５，９２０万円供給）
     １７ 住宅ローン相談会（全支所）
     １９ ＪＡ全国監査機構大阪府監査部自己査定監査
     ３１ ＪＡ全国監査機構大阪府監査部棚卸監査

    １２～２９ 農業・不動産所得の決算指導（１，２１２件）
     ２０ 住宅ローン相談会（全支所）

    ２～３／５　確定申告指導（２，０１８件）

     １４ 野菜振興会役員・総代合同視察研修会（４２人参加、
      滋賀県石原産業㈱中央研究所）
     １７ 住宅ローン相談会（全支所）
    １８～１９ 緑花振興会視察研修会（１４人参加、愛知県㈲三洋
      園芸）
    １９～２７ 組合員座談会（１，１４２人出席）
     ２６ ＣＲＯＰ連絡員会議（３０人出席）

    １～２９ 春の農機具点検整備（１２１件）
     ６ コンプライアンス・セミナー（役職員参加、講師
      ㈱経済法令研究会　田崎　信夫氏）

    １～１５ 農繁期の休日対応
     ７ 住宅ローン相談会（ＡＢＣハウジング中百舌鳥展
      示場）
     ９ 女性会が第３２回堺市民オリンピックに民踊で参加
      （１０５人）
     １５ 女性会が第３３回堺まつりに民踊で参加（１１４人）
     １７ 農業祭関連行事「堺の農業見て歩き」（小学校児 
      童２２２人を招待）
     ２１ 住宅ローン相談会（全支所）
    ２３・２４ 監事監査（半期決算監査）
    ２８～２９ ＪＡフェア（営農センター購買店舗一周年記念、 
      １，４００万円供給）

     １４ 人権啓発研修会（全職員参加、「ＪＡの社会的責 
      任と人権」、講師　帝塚山大学大学院教授　中川 
      幾郎氏）
  ２０～１０／２０ 請負稲刈り（２９ha）
    ２２～２４ 第３１回堺市小学生夏休み児童作品コンクール（応
      募総数１８，７９９点、応募学校数９７校）

    １１・１２ 大阪エコ農産物認証制度申請受付
     １３ 年金友の会連絡協議会講演会（３０６人参加、「明る
      く元気になるために」講師　島田　洋七氏）
    １５～２０ 第２回生産履歴記帳説明会（営農センター、７回
      で１９１人参加）
     １８ 平成１８年産大豆集荷
    ２１～２２ 農作業受託協議会視察研修会（９人参加、ＪＡ兵
      庫西）

    ４～７ 大豆選粒（１，０００㎏）
     ６ 大阪エコ農産物認証制度説明会

10月 Oct.

12月 Dec.

11月 Nov.

1月 Jan.

2月 Feb.

3月 Mar.
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◇リスク管理体制
〔リスク管理基本方針〕
　組合員・利用者の皆さまに安心して　Ｊ 　Ａ をご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、信頼性を高

めていくことが重要です。

　このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管理基本方針」を策

定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しています。

　また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理体

制の充実・強化につとめています。

①信用リスク管理
　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産（オフ・バランスを含む）の価値が減少ないし

消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当　Ｊ 　Ａ は、個別の重要案件又は大口案件については理事会にお

いて対応方針を決定しています。

　また、通常の貸出取引については、本店に融資審査課を設置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行ってい

ます。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準

など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳正に行っています。

　不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の

結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当要領」に基づき必要額を計上し、資産および財務の健全化につと

めています。

②市場リスク管理
　市場リスクとは、金利、為替、株式などの様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ・

バランスを含む）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリス

クのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。

　金利リスクとは、金利変動にともない損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在して

いる中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、

有価証券などの価格の変動にともなって資産価格が減少するリスクのことです。

　当　Ｊ 　Ａ では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益およ

び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した　Ａ 　Ｌ 　Ｍ を基本

に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築につと

めています。

　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析および当　Ｊ 　Ａ の保有有価証券ポ

ートフォリオの状況や　Ａ 　Ｌ 　Ｍ などを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成する　Ａ 　Ｌ 　Ｍ 

委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。

　運用部門は、理事会で決定した運用方針および　Ａ 　Ｌ 　Ｍ 委員会で決定された方針などに基づき、満期保有を中心と

した運用を行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチ

ェックし、定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

③流動性リスク管理
　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、また

は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）およ

び市場の混乱などにより市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ

ることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。

　当　Ｊ 　Ａ では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保

に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに

異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であることまたは外生

的な事象による損失を被るリスクのことです。

　当　Ｊ 　Ａ では、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスクおよび流動性リスク以外の

リスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被る

リスクと定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続を整備し、定期検査などを実施す

るとともに、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応およ

び改善が迅速・正確に反映ができるようつとめています。

　8 ．リスク管理の状況
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⑤事務リスク管理
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを起こすことにより金融機関が損失を被

るリスクのことです。

　当　Ｊ 　Ａ では、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マニュアルを整備すると

ともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また万が一、事故・事務ミスが発生した

場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施す

る体制を整えています。

⑥システムリスク管理
　システムリスクとは、コンピューターシステムのダウンまたは誤作動など、システムの不備にともない金融機関

が損失を被るリスク、さらにコンピューターが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリスクのことです。

　当　Ｊ 　Ａ では、コンピュータシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用につとめています。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実
　当　Ｊ 　Ａ の自己資本は、組合員の普通出資によっています。

　○　普通出資による資本調達額　　１，０６１，４９７千円（前年度１，０１０，１７４千円）

　当　Ｊ 　Ａ は、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出して、当　Ｊ 　Ａ が抱

える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理およびこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとと

もに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実につとめています。

◇自己資本比率の状況
　当　Ｊ 　Ａ では、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基盤の強化を経営

の重要課題として取り組んでいます。内部留保につとめるとともに、不良債権処理及び業務の効率化などに取り組んだ

結果、平成１９年３月末における自己資本比率は、１９．５３％となりました。なお、平成１９年３月末より新たな基準に基づ

き自己資本比率を算出しています。

　9 ．自己資本の状況

◇コンプライアンスの態勢
〔コンプライアンス基本方針〕
　利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑みれば、組合員・

利用者からの信頼を得るためには、法令などを順守し、透明性の高い経営を行うことがますます重要になっています。

　このため、コンプライアンス（法令順守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹底こそが不祥事を未

然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを重視した経営に取り組みます。

〔コンプライアンス運営態勢〕
　コンプライアンスの基本姿勢および順守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、

研修会を行い全役職員への徹底と推進を行っています。

　毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進につとめるとともに、統括部署を設置し、その進

捗管理を行っています。

◇内部監査体制
　当　Ｊ 　Ａ では、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理および各部門の業務の遂行状況を、

内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に

つとめています。

　内部監査は、　Ｊ 　Ａ の本所・支所のすべてを対象とし、年度の内部監査計画に基づき実施しています。監査結果は代表理

事組合長および監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取り組み状況を確認・指導してい

ます。
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１０．主な事業の内容

ごぞんじですかJA事業ごぞんじですかJA事業

　ＪＡ堺市は、組合員や地域のみなさまのくらしに欠かせない信用事業（貯金・貸付・為替）をはじめ、共済事業（生命・

損害共済）、経済（購買）事業、指導事業（営農・生活）のほか、販売事業などを総合的に営んでいます。そして、一般

の営利企業とは本質的に違い、相互扶助をモットーに、地域に貢献できる組織づくりを目指し、努力を重ねています。

　組合員でない方も、貯金・振込や共済、購買などは、今すぐご利用いただけます。また、組合員にご加入いただくと、

ローンなど融資も、ご利用いただけます。

　それでは簡単に、ＪＡ堺市の各事業を紹介します。

cみなさまのくらしを支えるJA堺市

１．信用事業
　信用事業は、貯金、貸付（融資）、為替など、いわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行っています。この信用事業

は、ＪＡ、信連、農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、ＪＡグループとして大きな力を発揮しています。

国債窓口販売・投資信託・外貨預金

　国債（利付・割引国債）や個人向け国債を窓口販売してい

ます。また、本所では、証券投資信託や外貨預金の取り次ぎ

業務を行っています。

貯金業務

　組合員はもちろん地域のみなさまからの貯金をお預か

りしています。商品内容では、当座貯金、普通貯金、貯

蓄貯金、決済用貯金などの当座性貯金をはじめ、定期積

金や期日指定定期、スーパー定期、大口定期、変動金利

定期、据置定期などの定期性貯金を、目的、期間、金額

にあわせてご利用いただけます。

サービス・その他

　　Ｊ 　Ａ 堺市では、オンライン・ネットワークシステムを利用

して、各種自動受け取り、各種自動支払いや事業主のみなさ

まのための給与振込サービス、口座振替サービスなどを行っ

ています。また、全国の　Ｊ 　Ａ での貯金の出し入れや銀行、信

用金庫などでも現金の引き出しのできるキャッシュサービス、

キャッシュカードで買い物ができるデビットカードサービス

など、いろいろなサービスを行っています。

　組合員への貸付（融資）をはじめ、地域のみなさまの

くらしや、農業者・事業者のみなさまの必要な資金をご

融資しています。また、地方公共団体、農業関連産業な

どへも融資し、地域経済の質的向上・発展に貢献してい

ます。さらに、住宅金融公庫や農林漁業金融公庫などの

融資の申し込みの取り次ぎも行っています。

貸付（融資）業務

　全国の　Ｊ 　Ａ ・信連・農林中金の各店舗と銀行・信用金

庫などの各店舗とを為替網で結び、当　Ｊ 　Ａ の窓口を通し

て全国の金融機関へ送金や手形・小切手などの取り立て

が、安全・確実・迅速にできる内国為替を取り扱いして

います。

為替業務

１ 4

2 5

3



　2 ．共済事業
　共済事業は、養老生命・終身・こども・年金・がん共済など生命保険会社と同じ商品や、火災・自動車・自賠責・傷害

共済など損害保険会社と同じ商品を取り扱いしています。さらに、自然災害にも強い力を発揮する建物更生共済を取り扱

いしています。このように、みなさまの誕生から老後まで、生涯にわたる保障を提供しています。

　当組合は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売などの勧誘

にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者のみなさまの立場に立った勧誘につとめるとともに、

より一層の信頼をいただけるようつとめてまいります。

１．組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適

切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解してい

ただくようつとめます。

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者のみ

なさまの誤解を招くような説明は行いません。

４．お約束のある場合を除き、組合員・利用者のみなさまにとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話

による勧誘は行いません。

５．組合員・利用者のみなさまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実につとめます。

堺市農業協同組合

金
融
商
品
の
勧
誘
方
針
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　3 ．経済事業
　経済事業は、組合員をはじめ地域のみなさまに、農業用から家庭園芸用までの肥料や農薬などを販売するとともに、農

業機械・資材の販売も行っています。また、食糧米や日用雑貨などの生活物資の販売も行っています。

生活資材の販売

　　Ｊ 　Ａ 女性会を中心に　Ｊ 　Ａ 宅配倶楽部などの食品や石材、健

康器具などの廉価供給につとめています。

肥料・農薬・農業資材の販売

　水稲や野菜、果樹などの肥料・農薬をはじめトラクタ

ーや田植機などの農業機械、噴霧器や小農具など農業に

必要な資材を販売しています。また、家畜の飼料や水稲・

園芸種子類も販売しています。

1 3

　“パールライス”として好評の食糧米は、銘柄米から

ブレンド米、無洗米まで、各種取りそろえています。

食糧米の販売2

　4 ．指導事業
　農家のみなさまに対する営農指導をはじめ、組合員・地域のみなさまを対象とした法律・税務相談のほか、資産運用相

談など、いろいろな指導・相談業務を行っています。指導・相談業務は、担当職員のほか、専門家による相談も実施して

いますので、お気軽にご利用ください。

　5 ．販売事業
　ＪＡ堺市に出荷された米は、食育教育の一環として、堺市内の小学校へ給食用に販売しています。また、地産地消の取

り組みとして、ハーベストの丘農産物直売所では、米をはじめ新鮮で「安全・安心」な野菜や果物・花などを提供してい

ます。



■信用事業〔貯金商品一覧表〕
付利単位預入金額預入期間特 色 ・ 留 意 点種 別

１００円１円以上出し入れ自由
一冊の通帳に普通貯金と定期貯金をセットでき、「受け取る（給与・年金な
ど）・支払う（公共料金など）・蓄える・借りる（定期貯金で自動ご融資）」
の４つの機能が使えます。

総 合 口 座

無利息１円以上出し入れ自由
総合口座にセットされた普通貯金を無利息型にしたものです。貯金保険制度
によって全額保護されます。

普通貯金
無利息型

無利息１円以上出し入れ自由小切手や手形によるお支払いができ、事業には欠かせない貯金です。当 座 貯 金

１００円１円以上出し入れ自由
給与や年金などの自動受け取り、公共料金などの自動支払い機能を加えると
より便利に。キャッシュカードとあわせて、あなたのサイフ代わりに。普 通 貯 金

無利息１円以上出し入れ自由無利息型の普通貯金です。貯金保険制度によって全額保護されます。
無利息型
（決済用）

１円１円以上出し入れ自由基準残高（７段階に分かれる）によって金利の変わる有利な貯金です。貯 蓄 貯 金

１００円５万円以上７日以上短期の資金運用に最適です。お引き出しの２日前までにご連絡が必要です。通 知 貯 金
毎月、一定額を一定期間積み立てて、無理なくコツコツと蓄える貯金です。この定期積金には、以下の種類が
あります。定 期 積 金

１円
毎月
１，０００円以上

１・２・３・４・５年掛金定額型と目標額設定型（預入期間２・３年のみ）の２種類があります。
スーパー
積 金

１円
毎月１，０００円
以上。ボーナ
ス月は増額

３・５年
年２回のボーナス月（月は自由設定）を併用し、大きく蓄えられます。ホテル
やレストラン、劇場などの協賛店で会員だけのサービスが受けられる「カト
レア倶楽部」に同時入会できます。目標額を５０万円の整数倍で設定できます。

カトレア
定期積金

１円
１回
１，０００円以上

１・２・３・４・５年

当ＪＡで公的年金や年金共済をお受け取りの方、もしくは６５歳以上の在日外
国人の方を対象に、２ヵ月ごとに一定額を積み立てて蓄える貯金です。店頭
表示金利に一定の利率を上乗せします。１回の預入金額は、１回当たりの年
金受け取り額が上限です。

隔月掛金
定期積金
（なごみ）

１円
毎月１０，０００円
以上５０，０００円
以内

１・２・３・４・５年
満５５歳以上６５歳未満の方で、且つ公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）
のお受け取りを予約された方を対象にした積立貯金です。当初契約時の定期
積金店頭表示利回りに０．３％を上乗せします。

プレ年金
定期積金
（そなえ得）

１円
１円以上
３００万円未満

１年以上
３年以内

１年が過ぎると、１ヵ月前の予告で、いつでも必要額のお引き出しができま
す。利息は、１年複利で計算します。期日指定定期

１円１円以上
１ヵ月以上
１０年以内

期間・金額など幅広く有利にご利用いただけます。３・４・５・７・１０年契
約では半年複利計算で、さらに有利に運用できます（単利型もあります）。
満期日の指定（１ヵ月超５年未満）もできます。

スーパー定期

１００円１，０００万円以上
１ヵ月以上
５年以内

まとまった資金を効率的に有利に運用できます。満期日の指定（１ヵ月超５
年未満）もできます。大 口 定 期

１円１円以上３年６ヵ月ごとに自動的に金利を見直します。変動金利定期

１円
１万円以上
１，０００万円未満

６ヵ月以上
５年以内

６ヵ月経過後は、いつでも全額または一部引き出しができます。預入期間に
応じて６段階の金利設定があり、半年複利で計算します。据 置 定 期

１円１円以上
１年以上
５年以内

希望月（１・２・３・６ヵ月）ごとに、利息を分割して受け取ることができ
ます。スーパー定期型と大口定期型（預入金額１，０００万円以上）があります。

利 息 分 割
受取型定期

１円
１円以上
３００万円以内

１年
当　Ｊ 　Ａ で公的年金や年金共済をお受け取りの方、もしくは６５歳以上の在日外
国人の方を対象に、スーパー定期の店頭表示金利に０．５％を上乗せします（取
扱期間があります）。

な ご み
定 期

１円１円以上自由積立期間を定めずに、毎月自由に定期貯金にお預けいただけます。一 般 型
積
立
定
期

１円１円以上
１年～５年
（据置３ヵ月）

満期日（預入期間）を指定して、定期貯金にお預けいただけます。期間指定型

１円１円以上
積立期間１年
以上３０年以下

お客様の資金を定期的に積み立て一定期間据え置いた後、指定した受取間隔、
受取期間に応じて受け取れます。年 金 型

１円１００，０００円以上
据置期間２ヵ月
以上１０年以下

退職金等、まとまった資金を一括で預け入れ、一定期間据え置いた後、お客
様が指定する受取間隔、受取期間に応じて受け取れます。

一括預入
年 金 型

財形貯蓄（財産形成貯蓄貯金）は、勤労者を対象とした貯蓄です。給料からの自動振替で蓄えられます。財 形 貯 蓄

１円１，０００円以上３年以上積立額、貯蓄目的とも自由です。一般財形

１円１，０００円以上５年以上
住宅取得を目的にした貯蓄です。財形年金と合算で５５０万円まで非課税の特
典があります。財形住宅

１円１，０００円以上５年以上在職中に積み立て、６０歳以降に年金方式でお受け取りになれます。財形年金

―５万円単位２・５・１０年利率は固定金利で、銘柄により異なります。
長期国債
中期国債国

債

―１万円単位１０年６ヵ月ごとに利率が変わる変動金利で、個人のみが対象となります。
個人向け国債
（変動１０）

―１万円単位５年６ヵ月ごとに利率が変わる固定金利で、個人のみが対象となります。
個人向け国債
（固定５）
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c商品・サービスのご案内



■信用事業〔貸付（融資）商品一覧表〕

融 資 期 間融 資 金 額資金使途・留意事項商 品 名

１０年以内５００万円以内
認定新規就農者や農業後継者を対象に、農業経営の安
定に向けた設備・運転資金を低利で融資します。

新規就農者育成資金

要

項

貸

付

３０年以内
（用途により異なる）

８億円以内
認定農業者・担い手農業者・エコ農産物認証者など、
正組合員に特化した農業資金を中長期かつ低利でご融
資します。

農 業 振 興 資 金

３５年以内
（用途により異なる）

８億円以内
マンションの建築など不動産の有効利用に必要な資金
を低利でご融資します。

不動産賃貸事業資金

２５年以内
（用途により異なる）

１億円以内
農業経営生活刷新・農地取得・納税資金など、幅広く
ご利用いただけます。

農協単独低利資金

１０年以内
共済解約返戻金または満期共済
金の８０％以内（どちらか低い方）

　Ｊ 　Ａ 共済のご契約者を対象とした資金です。ご加入の
長期共済を担保としてご融資します。

共 済 担 保 貸 付

３５年以内５，０００万円以内
住宅の新築や購入（中古住宅を含む）、土地の購入資
金にご利用いただけます。

住 宅 ロ ー ン

各

種

ロ

ー

ン

１０年６ヵ月以内５００万円以内
増改築や補修など住宅のグレードアップ資金に。介護
を目的としたリフォームなら、さらに低利でご融資し
ます。

リフォームローン
介護リフォームローン

５年以内３００万円以内
買い物・レジャー・結婚など、お使いみちは自由です。
介護資金なら、さらに低利でご融資します。

ク ロ ー バ ロ ー ン
介護クローバローン

７年以内５００万円以内
自動車の購入、車庫の建築資金など、お車に関する資
金にご利用いただけます。

マ イ カ ー ロ ー ン

５年以内３００万円以内
　Ｊ 　Ａ からご購入される商品の代金にご利用いただけま
す。

購 買 ロ ー ン

据置期間を含め
最長１３年６ヵ月以内
（在学期間＋７年６ヵ月）

５００万円以内
学校への就学に必要な資金（入学金・授業料・下宿代
など）にご利用いただけます。

教 育 ロ ー ン

５年以内
（定期積金満期日まで）

２００万円以内
（定期積金給付契約額の範囲内）

急に資金が必要な時に、ご契約の定期積金でご融資し
ます。

定 期 積 金 ロ ー ン

２年の自動更新
（旧契約は１年）

５０万円以内
買い物・レジャー・結婚など、お使いみちは自由です。
ローンカード（キャッシュカード）を使って、出し入
れも自由です。

カ ー ド ロ ー ン当
座
貸
越
型

１年の自動更新３００万円以内お使いみちも出し入れも自由な、ビッグな資金です。ワイドカードローン

１年の自動更新３００万円以内
農業経営資金や営農に必要な資金をご融資します。普
通貯金にセットして出し入れ自由です。

営 農 ロ ー ン

（注）　このほか、各種資金を取りそろえています。また、担保・保証やその他ご融資条件、ご返済方法などくわしくは、支所窓口でお
たずねください。

　　　なお、　Ｊ 　Ａ のご利用度に応じてご融資利率を優遇する制度（一部ローン対象）もあります。

■信用事業〔金融取り次ぎ商品一覧表〕

特 色 ・ 留 意 点種 別

証券投資信託の略称で、一般投資家による証券投資を容易にすることを目的としてつくられています。複数の投資家から資
金を集めて一つにまとめ、運用の専門家が金融・証券市場で株式や公社債等のいろいろな有価証券に分散投資し、その運用
成果を分配金として投資家に還元する仕組みです。ただし、預貯金保険の対象ではありません。また、貯金と異なり、元本
や利息の保証はありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ご購入者が負うことになります。

投 資 信 託

当　Ｊ 　Ａ の組合員（個人のみ）および取引者を対象に、米ドルを取り扱い通貨とした外貨定期預金を、農林中央金庫にお取り
次ぎします。ただし、預貯金保険の対象ではありません。また、為替変動リスクがあります。相場動向によって満期日の解
約円貨額が、お預け入れ時の円貨額を下回る場合もあります。

外貨定期預金

付利単位取り扱い時間預 入 金 額預 入 期 間種 別

１０米ドル原則午前１１時～午後２時１，０００万円相当額以上（１００米ドル単位）３ヵ月・６ヵ月・１年大 口

１０米ドル原則午前１１時～午後２時　　５０万円相当額以上（１００米ドル単位）３ヵ月・６ヵ月・１年小 口
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■共済事業〔長期共済〕

特 徴種 類

働き盛りの年代を大きな保障で守るとともに、８０歳までの入院・通院・手術などの保障も万全です。人生設計にあ
わせて一時金や年金でのお受け取りも選べる共済です。

終 身 共 済

生

命

総

合

共

済

万一の場合の大きな保障とともに、生活設計にあわせて満期共済金もお受け取りになれる共済です。生 命 共 済
お子さまの成長にあわせて必要な教育資金や結婚・独立資金が準備できます。入園・入学にあわせて祝い金がお受
け取りになれるタイプもあります。

こども共済

入院・手術・死亡を一生涯にわたって保障する共済で、通院保障、定期特約、生活保障特約を付加することで、ラ
イフプランに応じた死亡保障を確約することができます

医 療 共 済

すべての「がん」を一生涯保障します。しかも、入院共済金を初日から無制限でお受け取りになれます。また、手
術や退院後の療養までを幅広く保障します。

が ん 共 済

病気やケガによる日帰り入院から所定の手術まで、安心の医療保障を簡単な加入手続きと手軽な掛け金で８０歳まで
保障します。

定期医療共済

安定した老後を過ごすため、公的年金だけでは不十分な部分をカバーするのに最適です。生涯にわたり、あるいは
一定期間、年金のお受け取りができる共済です。

年 金 共 済

家屋や家財、そこに住む人までを、火災をはじめ地震などの自然災害から守る保障範囲の広い共済です。建物更生共済損害
共済

■営農・生活・相談サービス

内 容 ・ 留 意 事 項分 類

農業技術や農業経営に関する指導・相談を営農センターで行っています。営農指導・営農相談
毎週火曜日と毎月第２木曜日（一部月を除く）に、本所で顧問税理士による無料相談を行っています。税 務 相 談
毎月第１・３木曜日と第４土曜日（一部月を除く）に、本所で顧問弁護士による無料相談を行っています。法 律 相 談

毎日の農産物市況（南部合同青果市場）と病害虫防除情報をお知らせしています（営農テレホンサービス℡２７７－３５９１
ホームページ上でも掲載しています）。

営 農 テ レ ホ ン
サ ー ビ ス

■経済事業〔主な購買品目〕

内 容 ・ 留 意 事 項分 類

家畜類（牛・鶏）の単味飼料、配合飼料飼 料

生

産

資

材

水稲・野菜・果樹・園芸用肥料や土壌改良材肥 料
水稲・野菜・果樹・園芸用農薬（殺虫・殺
菌・除草剤ほか）

農 薬

農用ビニール・ポリ、　Ｐ 　Ｏ フィルムほか保 温 資 材
カミタイ・キュウリネットほか包 装 資 材
農業機械・農機具・農機部品、精米機ほか農 業 機 械
重油・エンジンオイル石 油 類
ハウス施設・温水器・白蟻駆除工事ほか建 築 資 材
水稲・園芸種子、園芸用品ほかそ の 他

内 容 ・ 留 意 事 項分 類

野菜・花き・果樹・卵ほか農業生産品
生

活

物

資

パールライス・宅配食品ほか食 料 品
作業靴・雨合羽ほか衣 料 品
石材・仏壇仏具ほか耐久消費材
紙製品、健康器具ほか日用保健雑貨用品
固型燃料ほかそ の 他

■共済事業〔短期共済〕

特 徴種 類

掛け捨てタイプのため、わずかな掛金で家屋と家財の大きな保障を約束します。火 災 共 済
車両、対人・対物賠償、搭乗者特約など、わずかな掛金でワイドに保障します。車両担保をセットすると、示談代
行サービスも受けられます。「大安心・超安心パック」の登場で、さらに保障範囲が広がりました。

自 動 車 共 済

法律によって、すべての自動車に加入が義務づけられています。自動車共済とのセット契約で、安心の輪が広がり
ます。

自 賠 責 共 済

住宅や店舗の管理上の不備や欠陥によって生じた事故や買い物や旅行など日常生活によって生じた事故（自動車事
故を除く）で、他人を死傷させた場合や他人の財産に損害を与えた場合に保障します。

賠 償 責 任 共 済

日常生活から旅行など、あらゆる場面の保障タイプをご用意しています。傷 害 共 済

商品・サービスのご案内c

事業活動の案内
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■貯金業務に関するもの

備 考手 数 料単 位手 数 料 種 類

６３０１冊５０枚小切手帳交付
一 般 口

当

座

貯

金

１枚２６２円１，０５０１冊３０枚約束手形交付
４，２００─新規登録料

署 名 鑑 料 ２，１００─変 更 料
無　料─廃 止 料

口座開設時に徴収３，１５０１口座口 座 開 設専用約束手形口
（ マ ル 専 ） ５２５１　枚手形用紙交付

５２５１　枚自己宛小切手発行
２１０１　通残高証明書発行
２１０１　件取引明細表発行
２１０１　通利息支払証明書発行

紛失・汚損等、貯金者の管理
責任に帰する場合

５２５１　冊貯金通帳再
発
行

５２５１　通貯金証書
５２５１　枚キャッシュカード

（単位：円、消費税込）

■ＡＴＭ（現金自動預け払い機）利用に関するもの

備 考手 数 料利 用 時 間 帯
手 数 料 種 類

取 引取 引 媒 体

無料８：４５～１９：００（２１：００）平 日

支 払 い

府 下 Ｊ Ａ 分
（当ＪＡを含む）

Ｊ
Ａ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

無料９：００～１７：００土曜日

※１０５９：００～１７：００日曜日

※１０５９：００～１７：００祝 日

無料８：４５～１９：００（２１：００）平 日

入 金
無料９：００～１７：００土曜日

※無料９：００～１７：００日曜日

※無料９：００～１７：００祝 日

無料８：４５～１８：００
平 日

支 払 い
府 外 Ｊ Ａ 分

２１０１８：００～１９：００（２１：００）

１０５９：００～１４：００
土曜日

２１０１４：００～１７：００

※２１０９：００～１７：００日曜日

※２１０９：００～１７：００祝 日

無料８：４５～１８：００
平 日入 金

１０５１８：００～１９：００（２１：００）

１０５８：４５～１８：００
平 日

支 払 い他行キャッシュカード

２１０１８：００～１９：００（２１：００）

１０５９：００～１４：００
土曜日

２１０１４：００～１７：００

※２１０９：００～１７：００日曜日

※２１０９：００～１７：００祝 日

無料８：４５～１８：００
平 日

自 動
キャッシングクレジットカード

１０５１８：００～１９：００（２１：００）

無料９：００～１４：００
土曜日

１０５１４：００～１７：００

※１０５９：００～１７：００日曜日

※１０５９：００～１７：００祝 日

（注）１．祝日とは、１月１～３日と５月３～５日を除く「国民の祝日に関する法律」で定める全休日（祝日・振替休日）とします。ただし、５月３～５日
のいずれかが日曜日と重なる場合は稼働します。

　　　２．利用時間帯のカッコ内と備考欄の（※）印は、中部南支所・東百舌鳥支所・久世支所・東陶器支所・金岡支所の５店舗のみでお取り扱いできます。

（単位：円、消費税込）

c信用事業取扱手数料一覧



16/disclosure 2007

事業活動の案内

■内国為替取引に関するもの

備 考手 数 料単 位手 数 料 種 類

当　Ｊ 　Ａ 店舗間を含む４２０１　　件系 統 あ て送
金 ６３０１　　件他 行 あ て

当　Ｊ 　Ａ 店舗間を含む
２１０３万円未満　１件

系 統 あ て
窓

口

利

用
振

込

４２０３万円以上　１件

５２５３万円未満　１件
電 信 扱 い

他行あて
７３５３万円以上　１件

４２０３万円未満　１件
文 書 扱 い

６３０３万円以上　１件

当　Ｊ 　Ａ 店舗間を含む
１０５３万円未満　１件

系 統 あ て

振 込 機 利 用
３１５３万円以上　１件

４２０３万円未満　１件
他 行 あ て

６３０３万円以上　１件

１０５３万円未満　１件
系 統 あ て

インターネット
バ ン キ ン グ

２１０３万円以上　１件

２１０３万円未満　１件
他 行 あ て

４２０３万円以上　１件

２１０１　　通府 内
集 中 取 立代

金

取

立

６３０１　　通府 外

６３０１　　通普 通 扱 い
個 別 取 立

８４０１　　通至 急 扱 い

手数料を超える経費を要する
場合は、その実費を徴収する
隔地間とは、大阪手形交換所
区域外のものをいう

６３０１　　件送 金 ・ 振 込 の 組 戻 料
そ

の

他

６３０１　　通代金取立にかかる不渡手形返却料

６３０１　　通代金取立にかかる取立手形組戻料

６３０１　　通取立手形店頭呈示料（隔地間）

（単位：円、消費税込）

（注）　系統とは、農業（漁業）協同組合、信用農業（漁業）協同組合連合会、農林中央金庫をいい、他行とは系統以外の金融機関をいいます。
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■貸出業務に関するもの （単位：円、消費税込）

備 考手 数 料単 位手 数 料 種 類

２１０１ 通残 高 証 明 書 発 行

２１０１ 件取 引 明 細 表 発 行

２１０１ 通融 資 証 明 書 発 行

無料１ 通住宅取得年末残高証明書発行

２１０１ 通貸付金・利息払込証明書発行

印鑑証明書、資格証明書各１通を含む１，０５０１ 部権 利 者 の 同 意 書 発 行

１，０５０１ 枚ロ ー ン カ ー ド 発 行

５，２５０住 宅 ロ ー ン
繰 上 償 還

３，１５０リフォームローン

返済をともなわないもの
５，２５０住 宅 ロ ー ン

条 件 変 更
３，１５０リフォームローン

■そ　の　他

備 考手 数 料単 位手 数 料 種 類

無料１～１００枚

邦 貨 両 替両 替 業 務 ２１０１０１～５００枚

３１５５０１枚以上

無料国債等の口座管理
口 座 管 理
（保護預かり）
業 務

無料投信窓販の保護預かり

２１０１ 通残 高 証 明 書 発 行

手数料＝有償払込額× 
Ａ

１，０００

２．６２５

料
率
（
Ａ
）

有償払込額　　５０百万円未満
一

括

払

込

株 式 払 込
事 務 受 託

２．１００有償払込額　　５０百万円以上

１．５７５有償払込額　１００百万円以上

１．２６０有償払込額　３００百万円以上

月割　２，１００円２５，２００年 額夜 間 金 庫 使 用 料

（単位：円、消費税込）

信用事業取扱手数料一覧c
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事業活動の案内

c系統セーフティネット
　当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険制度（農水産業
協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティネットで守られています。
◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み
　ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグループの名称です。組合員・利用
者のみなさまに、便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひと
つの金融機関として活動する「ＪＡバンクシステム」を運営しています。
　「ＪＡバンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業推進」を２つの柱としています。

◇「破綻未然防止システム」の機能
　「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕組みです。ＪＡバンク法（農林中
央金庫および特定農業協同組合等による信用事業の再編および強化に関する法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」
を定め、ＪＡの経営上の問題点の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自の自主ルー
ル基準（達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など）を設定しています。

　また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経営改善指導を行います。
◇「一体的な事業推進」の実施
　良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強化、共同運営システムの利用、
全国統一のＪＡバンクブランドの確立などの一体的な事業推進の取り組みをしています。

◇貯金保険制度
　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯金者を保護し、また資
金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが
加入する「預金保険制度」と同様な制度です。

＜貯金等の保護の範囲＞
○農水産業協同組合が破綻したときに貯金保険で保護される貯金など（以下、「付保貯金」といいます）の額は、平成１７
年４月以降、保険の対象となる貯金などのうち、決済用貯金（無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、と
いう３要件を満たす貯金）に該当するものは全額であり（恒久処置）、それ以外の貯金などについては１農水産業協同
組合ごとに貯金者１人当たり元本１，０００万円までとその利息などとなります。（注）
○保険の対象となる貯金等のうち決済用貯金以外の貯金などで元本１，０００万円を超える部分および保険対象外の貯金など
ならびにこれらの利息などについては、破綻農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされ
ることがあります。

＊本内容については、貯金保険機構ホームページより引用しています。なお、詳細については、貯金保険機構のホームペ
ージ（http://www.sic.or.jp/index.html）をご参照ください。

（注）１．「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たすものです。
　　　２．このほか、納税準備貯金、貯金保険の対象貯金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
　　　３．定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。

保 護 の 範 囲貯 金 等 の 分 類

全　額　保　護
（恒久措置）

決済用貯金（注１）
（利息のつかないなどの３要件を満たす貯金）

当 座 貯 金
普 通 貯 金
別 段 貯 金

貯
金
保
険
の
対
象
貯
金
な
ど

元本の合計１，０００万円までとその利
息等（注３）を保護

一般貯金など
（決済用貯金以外の貯金）

定期貯金・貯蓄貯金・通知貯金・
定期積金・農林債権（リツノーワイ
ドなどの保護預り専用商品）など
（注２）

保護対象外
外貨貯金、譲渡性貯金、農林債権（ワリノー、リツノーの保護預り専
用商品以外の商品）など

貯
金
保
険
の

対
象
外
貯
金
な
ど

（注）平成１４年度においては、当座貯金、普通貯金、別段貯金については、特定貯金として全額保護となっていました。その後、平成１４年の
貯金保険法の改正により、平成１５、１６年度においては、当座貯金、普通貯金、別段貯金は決済用貯金とみなされ、全額保護となってい
ました。

１，０００万円を超える部分は、破
綻農水産業協同組合の財産の状
況に応じて支払われます（一部
カットされることがあります）

破綻農水産業協同組合の財産の
状況に応じて支払われます（一
部カットされることがあります）
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　1 ．貸借対照表
（単位：千円）

負債及び資本・純資産資 産

平成１７年度
（平成１８年３月３１日現在）

平成１８年度
（平成１９年３月３１日現在）

科 目平成１７年度
（平成１８年３月３１日現在）

平成１８年度
（平成１９年３月３１日現在）

科 目

３０７，３９４，６２９３１６，８９２，８４９１．  信 用 事 業 負 債３１４，３７５，２９８３２４，８９４，２２９１．  信 用 事 業 資 産

３０３，０６２，３７５３１１，３８３，５３６�  貯 金１，３４２，９７１１，３５２，２８７�  現 金

──�  譲 渡 性 貯 金２２７，５８６，１６８２３９，１９１，５１６�  預 金

４，０５０，１６３４，７４６，５７４�  借 入 金２２７，５８６，１６８２３９，１９１，５１６系 統 預 金

２８２，０９０７６２，７３８�  その他の信用事業負債００系 統 外 預 金

１５１，０３８２９８，９５８未 払 費 用──譲 渡 性 預 金

１３１，０５１４６３，７７９そ の 他 の 負 債──�  金 銭 の 信 託

──�  債 務 保 証３２，９７７，９４２２８，７２０，７４３�  有 価 証 券

１，１２８，５０１１，２６３，９８９２．  共 済 事 業 負 債１９，４７５，６５４１９，４１４，４０８国 債

４３５，８９７４７４，５８４�  共 済 借 入 金──地 方 債

２２６，７０５３５２，３８２�  共 済 資 金──政 府 保 証 債

７，１７５８，２７８�  共 済 未 払 利 息０４９９，７９０金 融 債

４５５，６２２４２５，２７７�  未経過共済付加収入１３，５０２，２８８８，８０６，５４４社 債

３，１００３，４６５�  共 済 未 払 費 用５１，９４３，１５２５４，２０４，０６７�  貸 出 金

──�  その他の共済事業負債１，３３５，０６３１，６０９，１４１� その他の信用事業資産

６９，５１１５７，９９３３．  経 済 事 業 負 債１，３１０，９７３１，５８５，３８１未 収 収 益

６９，５１１５２，２８２�  経 済 事 業 未 払 金２４，０９０２３，７５９そ の 他 の 資 産

─５，７１１�  経 済 受 託 債 務△８１０，０００△１８３，５２６� 貸 倒 引 当 金（控除）

──�  その他の経済事業負債４４５，６０７４８３，１５５２．  共 済 事 業 資 産

──４．  設 備 借 入 金４３８，３４８４７７，３８９�  共 済 貸 付 金

６１０，４３８５８９，７８１５．  雑 負 債７，２３２８，２６４�  共 済 未 収 利 息

１，３４１，８７５１，２５１，４７５６．  諸 引 当 金２７１５� その他の共済事業資産

９２，５８９９５，５８１�  賞 与 引 当 金─△２，５１３� 貸 倒 引 当 金（控除）

１，１９４，９８６１，０８９，３３８�  退 職 給 付 引 当 金１３８，９１９１１４，１５４３．  経 済 事 業 資 産

５４，３００６６，５５５�  役員退任給与引当金──�  受 取 手 形

００７．  繰 延 税 金 負 債８２，３５７５１，２３５�  経 済 事 業 未 収 金

３１０，５４４，９５６３２０，０５６，０８９負 債 合 計──�  経 済 受 託 債 権

１，０１０，１７４─１．  出 資 金５６，５６２６３，１８６�  棚 卸 資 産

──２．  回 転 出 資 金５６，５６２６１，２９９購 買 品

２，２０５，９６２─３．  法 定 準 備 金─１，８８６その他の棚卸資産

２２，２４９─�  資 本 準 備 金──� その他の経済事業資産

２，１８３，７１３─�  利 益 準 備 金─△２６７� 貸 倒 引 当 金（控除）

９，９４５，１７９─４．  剰 余 金４９，９４１６２，０２８４．  雑 資 産

９，２３３，８３０─�  任 意 積 立 金１，６７２，３５９─５．  固 定 資 産

９，２３３，８３０─特 別 積 立 金６６３，３００─�  土 地

（　　１，９３０，０００）（　　　　　─）（うち目的積立金）２，８８０，１２２─�  減 価 償 却 資 産

（　　　１３，５３２）（　　　　　─）（うち圧縮積立金）△１，８７８，０３０─減価償却累計額（控除）

７１１，３４８─�  当期未処分剰余金０─�  建 設 仮 勘 定

（　　　４５２，６８１）（　　　　　─）（うち当期剰余金）６，９６７─無 形 固 定 資 産

１，９９１─５．  株 式 等 評 価 差 額 金─１，７７１，３１８５．  固 定 資 産

１３，１６３，３０８─資 本 合 計─１，７６５，００９�  有 形 固 定 資 産

３２３，７０８，２６４─負 債 及 び 資 本 合 計─３，００３，１６３減 価 償 却 資 産

─１４，１２０，１０９１．  組 合 員 資 本─△１，９０１，４５４減価償却累計額（控除）

─１，０６１，４９７�  出 資 金─６６３，３００土 地

─２２，２４９�  資 本 準 備 金─０建 設 仮 勘 定

─１３，０３９，３２５�  利 益 剰 余 金─６，３０９�  無 形 固 定 資 産

─２，１８３，７１３利 益 準 備 金６，３６９，３９７６，４４９，４４４６．  外 部 出 資

─１０，８５５，６１２その他利益剰余金６，３６９，３９７６，４４９，４４４�  外 部 出 資

─１，４００，０００信用事業基盤強化積立金─６，１３０，６０４系 統 出 資

─４３０，０００施設整備積立金─３１８，８４０系 統 外 出 資

─１００，０００有価証券価格変動準備金──� 外部出資等損失引当金

─１１，２１４圧 縮 積 立 金６５６，７４０４０７，２８４７．  繰 延 税 金 資 産

─７，６９０，２９７特 別 積 立 金

─１，２２４，０９９当期未処分剰余金

（　　　　　─）（　　　９４５，３２５）（うち当期剰余金）

─△２，９６２�  処 分 未 済 持 分

─５，４１４２．  評 価 ・ 換 算 差 額 等

─５，４１４� その他有価証券評価差額金

─１４，１２５，５２４純 資 産 合 計

─３３４，１８１，６１３負債及び純資産合計３２３，７０８，２６４３３４，１８１，６１３資 産 合 計
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　2 ．損益計算書

平成１７年度平成１８年度
科 目

平成１７年度平成１８年度
科 目

７０，２４６５６，５２３�  利 用 事 業 収 益３，３６５，６６４３，４５６，７４４１．  事 業 総 利 益

４８，５１４４２，９７５	  利 用 事 業 費 用３，００３，０６３３，３３４，５９５�  信 用 事 業 収 益

２１，７３１１３，５４８利 用 事 業 総 利 益２，９１８，２６０３，２６５，４７１資 金 運 用 収 益

１１，５８２１８，０５１
  指 導 事 業 収 入（　　１，３６８，０３３）（　　１，５３４，３３７）（う ち 預 金 利 息）

９２，９１０９５，５１５�  指 導 事 業 支 出（　　　４２７，０５４）（　　　３９８，３９４）（うち有価証券利息）

△８１，３２７△７７，４６４指 導 事 業 収 支 差 額（　　　９４６，３４５）（　　１，１１０，７９８）（うち貸出金利息）

２，７０９，００７２，７５０，１６３２．  事 業 管 理 費（　　　１７６，８２７）（　　　２２１，９４０）（うちその他受入利息）

１，９０８，３７９１，８８７，８５１�  人 件 費４５，９８６４６，４３０役務取引等収益

３９６，５６６４０９，７７２�  業 務 費１１５０その他事業直接収益

１０５，１１１１３２，７９１�  諸 税 負 担 金３８，７０１２２，６９３その他経常収益

２８６，１４０３１３，２４２�  施 設 費５４６，１０３７９９，０３０�  信 用 事 業 費 用

１２，８０９６，５０５�  その他事業管理費３１７，４９３５４３，４８２資 金 調 達 費 用

６５６，６５６７０６，５８０事 業 利 益（　　　２６７，３４７）（　　　４７３，４６２）（う ち 貯 金 利 息）

１１６，８２３１１２，６９０３．  事 業 外 収 益（　　　２１，６２５）（　　　１８，５７９）（うち給付補てん備金繰入）

──�  受 取 雑 利 息（　　　　　─）（　　　　　─）（うち譲渡性貯金利息）

８３，６１１９１，４７３�  受 取 出 資 配 当 金（　　　２６，７７８）（　　　４１，３２６）（うち借入金利息）

１８，６１７１６，２７５�  賃 貸 料（　　　　１，７４２）（　　　１０，１１５）（うちその他支払利息）

１４，５９４４，９４１�  雑 収 入７，９０４８，５１２役務取引等費用

１４，３４１９，４６１４．  事 業 外 費 用００その他事業直接費用

１，４８３１，５３２�  支 払 雑 利 息２２０，７０５２４７，０３４その他経常費用

──�  貸 倒 損 失（　　　　　０）（　　　　　０）（うち貸倒引当金繰入額）

５０５０�  寄 付 金２，４５６，９６０２，５３５，５６５信 用 事 業 総 利 益

──�  減 価 償 却 費９６７，２１１９６０，０８１�  共 済 事 業 収 益

１２，８０７７，８７９�  雑 損 失９３８，５８０９３３，６３６共 済 付 加 収 入

７５９，１３９８０９，８０９経 常 利 益１５，９２９１７，１３５共済貸付金利息

─６２６，４７３５．  特 別 利 益１２，７０２９，３０９そ の 他 の 収 益

──�  固 定 資 産 処 分 益７３，８３７７８，０３３�  共 済 事 業 費 用

─６２６，４７３�  貸倒引当金戻入益１５，８０６１７，１５７共済借入金利息

──�  その他の特別利益５０，３３１５０，６５３共 済 推 進 費

１００，０９９１８，１１０６．  特 別 損 失７４１１５共 済 保 全 費

３，５４５１７，０２１�  固 定 資 産 処 分 損７，６２４１０，１０７そ の 他 の 費 用

─１，０８９�  固 定 資 産 圧 縮 損（　　　　　─）（　　　　２，５１３）（うち貸倒引当金繰入額）

──�  減 損 損 失８９３，３７４８８２，０４７共 済 事 業 総 利 益

９６，５４４─�  その他の特別損失８８２，７４０５７３，６１９�  購 買 事 業 収 益

６５９，０３９１，４１８，１７２税 引 前 当 期 利 益８７１，３７５５６１，７７２購 買 品 供 給 高

１５６，０００２２４，８８５７．法人税、住民税および事業税──購 買 手 数 料

５０，３５８２４７，９６１８．  法 人 税 等 調 整 額１１，３６５１１，８４６そ の 他 の 収 益

４５２，６８１９４５，３２５当 期 剰 余 金８０９，６８２５１４，６６０�  購 買 事 業 費 用

２５８，６６７２７８，７７３前 期 繰 越 剰 余 金７９８，２２５５０７，６５８購買品供給原価

７１１，３４８１，２２４，０９９当 期 未 処 分 剰 余 金３，８４１４，９７１購 買 品 供 給 費

７，６１５２，０３０そ の 他 の 費 用

（　　　　　─）（　　　　　２６７）（うち貸倒引当金繰入額）

７３，０５８５８，９５８購 買 事 業 総 利 益

４１，５２９１２５，５３４�  販 売 事 業 収 益

４０，８６２９９，３０５販 売 品 販 売 高

３１５２４，８１７販 売 手 数 料

３５２１，４１１そ の 他 の 収 益

３９，６６２８１，４４４�  販 売 事 業 費 用

３７，１８７７５，７３２販売品販売原価

０２，５９９販 売 費

２，４７４３，１１２そ の 他 の 費 用

１，８６７４４，０８９販 売 事 業 総 利 益

平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

平成１７年４月１日から
平成１８年３月３１日まで

平成１７年４月１日から
平成１８年３月３１日まで

平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

（単位：千円）



　3 ．注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針
１．記載金額の端数処理
　貸借対照表および損益計算書の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。
２．有価証券の評価基準および評価方法
　有価証券の評価は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成１１年１月２２日）に基づき、有価証券の保有区分ごとに次のとおり行ってい
ます。
　満期保有目的の債券については、その銘柄の異なるごとに移動平均法による償却原価法によって評価しています。
　その他有価証券で、時価のあるものについてはその銘柄の異なるごとに時価により評価し、移動平均法による償却原価法により計算した帳簿価額との差額を税効果調整
後、純資産の部「その他有価証券評価差額金」に計上しています。
３．棚卸資産で購買品の評価基準および評価方法は次のとおりです。
�　購買品・・・売価還元法に基づく原価法
�　販売品・・・最終仕入原価法に基づく原価法
４．固定資産等の減価償却の方法
�　有形固定資産
　定率法（平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しています。
�　無形固定資産
　定額法を採用しています。また、当組合利用のソフトウェアについては、組合内における利用可能期間（５年間）で定額法により償却しています。
　なお、上記�から�の２０万円未満の資産等については、一時損金経理を行っています。

５．引当金の計上基準
�　貸倒引当金
　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産の自己査定基準および償却・引当基準により、次のとおり計上しています。
　正常先および要注意先に対する債権については、事務ガイドラインにもとづき、租税特別措置法第５７条の１０により算定した額にもとづき計上しています。
　すべての債権は、資産査定要領に基づき、総務部が資産査定を実施し、同部署から独立した監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当
を行っています。
�　退職給付引当金
　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期に発生していると認められる額を計上してい
ます。
　数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生期から費用
処理することとしています。
�　賞与引当金
　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しています。
�　役員退任給与引当金
　役員退任給与引当金は、役員の退任給与金の支給に備えて、役員退任給与金規程による期末要支給額を計上しています。

６．リース取引の処理方法
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に準じた会計処理によっています。
７．消費税の会計処理の方式
　消費税の会計処理については税抜方式を採用しています。ただし、資産に係る控除対象外消費税については、繰延消費税として「雑資産」に計上し、法人税法の定める
期間（５年間）で毎期均等償却しています。

Ⅱ．表示方法の変更
平成１８年４月２８日農林水産省令第４１号「農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令」により、貸借対照表および損益計算書の様式が改正されました。

　これにより、当期より貸借対照表については、外部出資に「系統出資」、「系統外出資」を追加しています。
固定資産については、有形固定資産と無形固定資産に区分し、「土地」、「減価償却資産」、「建設仮勘定」を有形固定資産の内訳として記載するよう表示を変更しています。
また、従来の資本の部については、以下のとおり表示を変更しています。
①　「資本の部」は「純資産の部」とし、組合員資本、評価・換算差額等に区分のうえ表示しています。
なお、当年度末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は１４，１２５，５２４千円であります。

②　従来、任意積立金の内訳として表示していた特別積立金については、その他の利益剰余金の内訳として、目的積立金部分を個別名称（信用事業基盤強化積立金、施設
整備積立金、有価証券価格変動準備金、圧縮積立金）により、目的積立金以外の部分を「特別積立金」としてそれぞれ表示しています。
③　「株式等評価差額金」は「その他有価証券評価差額金」として表示しています。
損益計算書については、特別利益に「貸倒引当金戻入益」を追加しています。

Ⅲ．追加情報
１．自賠責共済に係る責任準備金は、これまで「未経過共済付加収入」に計上していましたが、平成１８年１２月１日より自動車損害賠償保障法を適用した積立を、共済責任を
保有する全共連が行う方法に変更されました。この結果、従来の方法と比べて、共済付加収入が１９，５８３千円増加しています。

Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１．貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権の額の合計額は５２，８８４千円であり、その内訳は次のとおりです。

破綻先債権　　　　　　　　　　　─千円
延滞債権　　　　　　　　　　５２，８８４千円
３ヵ月以上延滞債権　　　　　　　─千円
貸出条件緩和債権　　　　　　　　─千円

なお、それぞれの定義は以下により行っています。
イ．「破綻先債権」とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立または弁済の見込がないものとして未収利
息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホに掲げる
事由または第４号に規定する事由が生じているものをいいます。
ロ．「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金で破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。
ハ．「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸出金（破綻先債権および延滞債権を除く。）をいいます。
ニ．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利
になる取決めを行った貸出金（破綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権を除く。）をいいます。

２．国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している当期圧縮記帳額は１，０８９千円で、累計額は２，０８９千円です。累計額は平成１４年度からの合計金額です。
３．理事、監事に対する金銭債権の総額は、９８，９２５千円です。
４．理事、監事に対する金銭債務はありません。
５．担保に供されている資産は次のとおりです。
担保に供されている資産
・定期預金　５，０００，０００千円

６．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で
す。この契約に係る融資未実行残高は４９，６６６，３１６千円です。
　なお、この契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来キャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ
ん。この契約には、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられています。また、契約時において必要に応じて不動産等の担保を徴求するなどの与信保全上の措置等を講じています。

■１８年度
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Ⅴ．損益計算書に関する注記
１．特別利益の「貸倒引当金戻入益」は、信用事業にかかるものです。

Ⅵ．リース取引に関する注記
１．リース物件の所有権が借り手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、リース物件の所有権が借り手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引は次のとおりです。
�　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

�　未経過リース料期末残高相当額
　　　　　　　１年以内　　　　　　　　１６，２０７千円
　　　　　　　１年超　　　　　　　　　２４，２８９千円
　　　　　　　合　計　　　　　　　　　４０，４９６千円
�　当期の支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

　　　　　　　支払リース料　　　　　　１４，２５２千円
　　　　　　　減価償却費相当額　　　　１３，３２４千円
　　　　　　　支払利息相当額　　　　　　１，０１５千円
�　減価償却費相当額の算定方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

�　利息相当額の算定方法
　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっています。

Ⅶ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（繰延税金資産）
　　　　　　賞与引当金超過額　　　　　　　　　　　２９，０５６
　　　　　　退職給付引当金超過額　　　　　　　　　３３１，１５９
　　　　　　未払事業税否認額　　　　　　　　　　　１３，９３３
　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　６６，２５５
　　　　　　繰延税金資産計　　　　　　　　　　　　４４０，４０５
　　　　　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　２３，０５９
　　　　　　繰延税金資産合計（Ａ）　　　　　　　　４１７，３４６

（繰延税金負債）
　　　　　　固定資産圧縮積立金　　　　　　　　　　△４，０９０
　　　　　　外部出資　　　　　　　　　　　　　　　△２，６８９
　　　　　　その他有価証券評価益　　　　　　　　　△３，２８２
　　　　　　繰延税金負債合計（Ｂ）　　　　　　　　△１０，０６２
　　　　　　繰延税金資産の純額（Ａ＋Ｂ）　　　　　４０７，２８４
２．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．４
（調整）

　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　　　　　　１．５
　　　　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目　　　　　△０．９
　　　　　　住民税均等割等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　　　　　　評価性引当金増減額　　　　　　　　　　　　　　　　　１．６
　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
　　　　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　　　　　　　３３．３

Ⅷ．有価証券に関する注記
１．売買目的有価証券

該当ありません
２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

３．子会社および関連会社株式で時価のあるもの
該当ありません

４．その他有価証券で時価のあるもの

　なお、上記評価差額から繰延税金負債２，３６５千円を差し引いた額５，４１４千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。
５．当期中に売却した満期保有目的の債券

該当ありません

合 計そ の 他器具備品機械装置

７１，７４３─７１，７４３─取 得 価 額 相 当 額

３２，２２３─３２，２２３─減価償却累計相当額

３９，５２０─３９，５２０─期 末 残 高 相 当 額

（単位：千円）

評価差額時 価
貸借対照表
計 上 額

種 類
う ち 損う ち 益

７５１，９７４０△７５１，９７４１７，７４９，１５０１８，５０１，１２４国 債

０７，９０９７，９０９５０７，７００４９９，７９０金 融 債

１８４，０４５２５，１１２△１５８，９３３８，６４７，６１１８，８０６，５４４社 債

９３６，０１９３３，０２１△９０２，９９８２６，９０４，４６１２７，８０７，４５９合 計

（単位：千円）

評価差額
貸借対照表
計 上 額

取 得 原 価
または償却原価

種 類
う ち 損う ち 益

３，０１６１０，７９６７，７７９９１３，２８４９０５，５０５国 債

３，０１６１０，７９６７，７７９９１３，２８４９０５，５０５合 計

（単位：千円）
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６．当期中に売却したその他有価証券
該当ありません

７．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額
該当ありません

８．保有目的区分を変更した有価証券
該当ありません

９．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の期間ごと償還予定額

Ⅸ．退職給付に関する注記
１．採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づき、適格退職年金制度による退職給付制度を採用しています。
２．退職給付債務およびその内訳
　　　　　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　△２，８９５，０７２千円
　　　　　年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，６４１千円
　　　　　未積立退職給付債務　　　　　　　　　　　　　△１，０６２，４３１千円
　　　　　未認識数理計算上の差異　　　　　　　　　　　　△２６，９０７千円
　　　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　△１，０８９，３３８千円
３．退職給付費用の内訳
　　　　　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１６，３２１千円
　　　　　利息費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２，７０７千円
　　　　　期待運用収益　　　　　　　　　　　　　　　　　△３４，０６６千円
　　　　　数理計算上の差異の費用処理額　　　　　　　　　△３６，１４０千円
　　　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　９８，８２１千円
４．退職給付債務等の計算基礎
　　　　　割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．７％
　　　　　期待運用収益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．７％
　　　　　退職給付見込額の期間配分方法　　　　　　　　　期間定額基準
　　　　　数理計算上の差異の処理年数　　　　　　　　　　　　　　３年
５．法定福利費には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則５７条に基づき、旧農林
共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。
　なお、当事業年度において存続組合に対して拠出した特例業務負担金の額は、１５，７１８千円となっています。
　また、翌事業年度以降において組合が負担することが見込まれる特例業務負担金の総額は３８１，１３９千円（平成１９年３月現在における平成４４年３月までの特例業務負担金
将来見込額）となっています。

Ⅰ．重要な会計方針
１．貸借対照表および損益計算書の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。
２．有価証券の評価は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成１１年１月２２日）に基づき、有価証券の保有区分ごとに次のとおり行ってい
ます。
　満期保有目的の債券は、その銘柄の異なるごとに移動平均法による償却原価法によって評価しています。
　その他有価証券で、時価のあるものについてはその銘柄の異なるごとに時価により評価し、移動平均法による償却原価法により計算した帳簿価額との差額を税効果調整
後資本の部「株式等評価差額金」に計上しています。
３．棚卸資産で購買品の評価基準および評価方法は、売価還元法に基づく原価法により評価しています。
４．固定資産等の減価償却の方法
�　減価償却資産
　定率法（平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しています。
�　無形固定資産
　定額法を採用しています。また、当組合利用のソフトウェアについては、組合内における利用可能期間（５年間）で定額法により償却しています。
　なお、上記�から�の２０万円未満の資産等については、一時損金経理を行っています。

５．引当金の計上基準
�　貸倒引当金
　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産の自己査定基準および償却・引当基準により、次のとおり計上しています。
　一般貸倒引当金の繰入として貸出金総額の一定率を限度として計上しています。
　すべての債権は、資産査定要領に基づき、総務部が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引
当を行っています。
�　退職給付引当金
　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期に発生していると認められる額を計上してい
ます。
　数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生期から費用
処理することとしています。
�　賞与引当金
　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上しています。
�　役員退任給与引当金
　役員退任給与引当金は、役員退任慰労金積立規程に定めるところによる計算額のうち、当期に帰属する金額を計上しています。

６．リース取引の処理方法
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に準じた会計処理によっています。
７．消費税の会計処理の方式
　消費税の会計処理については税抜方式を採用しています。ただし、資産にかかる控除対象外消費税については、繰延消費税として「雑資産」に計上し、法人税法の定め
る期間（５年間）で毎期均等償却しています。

Ⅱ．会計方針の変更
　「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会：平成１４年８月９日）および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号：平成１５年
１０月３１日）が、平成１７年４月１日以後開始する事業年度から適用されることとなったことに伴い、当期より同会計基準および同適用指針を適用しています。
　これによる損益に与える影響はありません。

■１７年度

１０年超５年超　１０年以内１年超　５年以内１年以内種 類

８，５０１，１２４１０，３０１，３６４５４０，２５６７１，６６４国 債

３，９０６，５４４４，３００，０００４９９，７９０６００，０００社 債

１２，４０７，６６８１４，６０１，３６４１，０４０，０４６６７１，６６４合 計

（単位：千円）
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　なお、資産のグルーピングの方法は、事業用資産については、継続的な収支の把握を行っている管理会計上の最小区分である店舗単位でグルーピングを行っています。遊
休資産等については各資産単位でグルーピングを行っています。また、本店、農業関連施設等については、複数の資産または資産グループの将来キャッシュ・フローの生成
に寄与する資産であるため共用資産としています。

Ⅲ．表示方法の変更
　平成１７年３月２２日農林水産省令第２７号「農業協同組合法施行規則の全部を改正する省令」および平成１７年１０月１８日農林水産省令第１１２号「農業協同組合法施行規則の一部
を改正する省令」により、貸借対照表および損益計算書の様式が改正されました。
　これにより、当期より貸借対照表については、共済事業資産に「その他の共済事業資産」および共済事業負債に「その他の共済事業負債」を追加しています。
　損益計算書については、事業管理費のうちの「その他費用」を「その他事業管理費」に変更しています。
　また、遊休資産等の主な管理費については、従来、事業管理費に計上しておりましたが、当期より事業外費用の「雑損失」に含めて記載するよう変更しています。なお、
従来の方法によった場合と比較して、事業利益が１，５２３千円増加しています。

Ⅳ．追加情報
　法定福利費には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法附則５７条に基づき、旧農林共済
組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。
　なお、同組合より示され平成１８年３月現在における平成４４年３月までの特例業務負担金の将来見込額は、３８２，８８５千円となっています。

Ⅴ．貸借対照表に関する注記
１．貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権の額の合計額は５２，８９７千円であり、その内訳は次のとおりです。
　　　　　破綻先債権　　　　　　　　　　　─千円
　　　　　延滞債権　　　　　　　　　　５２，８９７千円
　　　　　３ヵ月以上延滞債権　　　　　　　─千円
　　　　　貸出条件緩和債権　　　　　　　　─千円
　なお、それぞれの定義は以下により行っています。
イ．「破綻先債権」とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立または弁済の見込のないものとして未収利
息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下『未収利息不計上貸出金』という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホに掲げる
事由または第４号に規定する事由が生じているものをいいます。
ロ．「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金で破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいいます。
ハ．「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月遅延している貸出金（破綻先債権、延滞債権を除く。）をいいます。
二．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利に
なる取決めを行った貸出金（破綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権を除く。）をいいます。

２．国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している当期圧縮記帳累計額は１，０００千円であり、当期は圧縮記帳を実施しておりません。なお、累計額は平成１４
年度からの合計金額です。
３．理事、監事に対する金銭債権の総額は、１０４，０６５千円です。
４．理事、監事に対する金銭債務はありません。
５．担保に供されている資産は次のとおりです。
　　担保に供されている資産
　　　・定期預金　　　　　５，０００，０００千円
６．農業協同組合法施行規則第１６７条第２号に規定されている時価を付したことにより増加した純資産の額は、１，９９１千円です。

Ⅵ．損益計算書に関する注記
１．特別損失のうちの「その他の特別損失」には、選択定年者に係る割増退職金７０，３１４千円が含まれています。

Ⅶ．リース取引に関する注記
�　リース物件の所有権が借り手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、リース物件の所有権が借り手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引は次のとおりです。
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

②未経過リース料期末残高相当額
１年以内　　　　　　　　　１０，２３１千円
１年超　　　　　　　　　　１８，８９３千円
合計　　　　　　　　　　　２９，１２５千円

③当期の支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額
支払リース料　　　　　　　１６，２４６千円
減価償却費相当額　　　　　１５，０８４千円
支払利息相当額　　　　　　　１，０３０千円

④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

⑤利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっています。

�　ファイナンス・リース取引以外の、所有権が借り手に移転しないオペレーティング・リース取引ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま
す。なお、未経過リース料は次のとおりです。
未経過リース料
　　　１年以内　　　　　　　　１２１千円
　　　１年超　　　　　　　　　─千円
　　　合計　　　　　　　　　　１２１千円

Ⅷ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
（繰延税金資産）

　　　　　　貸倒引当金超過額　　　　　　　　　１９１，７０６千円
　　　　　　退職給付引当金超過額　　　　　　　３６３，２７５千円
　　　　　　未払事業税否認額　　　　　　　　　１０，１７６千円
　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　１０２，６２７千円
　　　　　　　繰延税金資産合計（Ａ）　　　　　６６７，７８４千円

合 計そ の 他器具備品機械装置

５６，０１５─５６，０１５─取 得 価 額 相 当 額

２７，７７９─２７，７７９─減価償却累計額相当額

２８，２３５─２８，２３５─期 末 残 高 相 当 額

（単位：千円）

25disclosure 2007/



　　　（繰延税金負債）
　　　　　固定資産圧縮積立金　　　　　　　　　△４，８９８千円
　　　　　外部出資　　　　　　　　　　　　　　△２，６８９千円
　　　　　その他有価証券評価益　　　　　　　　△３，４５６千円
　　　　　　繰延税金負債（Ｂ）　　　　　　　　△１１，０４４千円
　　　　　繰延税金資産の総額（Ａ＋Ｂ）　　　　６５６，７４０千円
２．法定実効税率と法人税負担率との差異の主な原因
　　　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．４％

（調　整）
　　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目　　　　　　３．０％
　　　　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目　　　△１．９％
　　　　　　住民税均等割等　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２％
　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１．８％
　　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　　　　　　２９．９％

Ⅸ．有価証券に関する注記
１．売買目的有価証券

該当なし
２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

３．子会社および関連会社株式で時価のあるもの（売買目的有価証券を除く）
該当なし

４．その他有価証券で時価のあるもの

　なお、上記評価差額から繰延税金負債８７０千円を差し引いた額１，９９１千円が、「株式等評価差額金」に含まれています。
５．当期中に売却した満期保有目的の債券

該当なし
６．当期中に売却したその他有価証券

該当なし
７．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額

該当なし
８．保有目的区分を変更した有価証券

該当なし
９．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額

Ⅹ．退職給付会計に関する注記
１．採用している退職給付制度
　職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づき、適格退職年金制度による退職給付制度を採用しています。
２．退職給付債務およびその内訳

ア　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　△３，１００，４３２千円
イ　年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　２，００３，８９４千円
ウ　未積立退職給付債務（ア＋イ）　　　　　　△１，０９６，５３７千円
エ　会計基準変更時差異の未処理額　　　　　　　　　　─千円
オ　未認識過去勤務債務　　　　　　　　　　　　　　　─千円
カ　未認識数理計算上の差異　　　　　　　　　　△９８，４４８千円
キ　退職給付引当金（ウ＋エ＋オ＋カ）　　　　△１，１９４，９８６千円

３．退職給付費用の内訳
ア　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１５，４０２千円
イ　利息費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１，５３８千円
ウ　期待運用収益　　　　　　　　　　　　　　　△３０，６９８千円
エ　会計基準変更時差異の費用処理額　　　　　　　　　─千円
オ　過去勤務債務の費用処理額　　　　　　　　　　　　─千円
カ　数理計算上の差異の費用処理額　　　　　　　△３９，７２５千円
キ　退職給付費用計（ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ）　　　９６，５１７千円

　なお、上記退職給付費用以外に、選択定年者に係る割増退職金７０，３１４千円を特別損失に計上しています。
４．退職給付債務等の計算基礎

割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．７％
期待運用収益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．７％
退職給付見込額の期間配分方法　　　　　　　　　期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数　　　　　　　　　　　　　　３年

評価差額
貸借対照表
計 上 額

取得原価
または償却原価種 類

う ち 損う ち 益

８，５０８１１，３７０２，８６１９７４，４４６９７１，５８５国 債

８，５０８１１，３７０２，８６１９７４，４４６９７１，５８５合 計

（単位：千円）

評価差額時 価
貸借対照表
計 上 額

種 類
う ち 損う ち 益

８５８，２０８０△８５８，２０８１７，６４３，０００１８，５０１，２０８国 債

３２７，１１１７４，５５３△２５２，５５７１３，２４９，７３１１３，５０２，２８８社 債

１，１８５，３１９７４，５５３△１，１１０，７６５３０，８９２，７３１３２，００３，４９６合 計

（単位：千円）

１０年超５年超１０年以内１年超５年以内１年以内種 類

１４，５０１，２０８４，４４３，５８５４６２，０００６６，０００国 債

９，４０２，２８８１，３００，０００６００，０００２，２００，０００社 債

２３，９０３，４９６５，７４３，５８５１，０６２，０００２，２６６，０００合 計

（単位：千円）

経営資料　Ⅰ　決算の状況

注　記　表c
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　4 ．キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

平成１７年度平成１８年度
科 目

平成１７年度平成１８年度
科 目

△２１，８１９△１７，２２８支払手形および経済事業未払金の純増減（△）１．事業活動によるキャッシュ・フロー

─５，７１１経済事業受託債務の純増減（△）６５９，０３９１，４１８，１７２税引前当期利益

（その他の資産および負債の純増減）９９，３２１１０７，２３６減価償却費

△９，９０４△１２，０８７その他の資産の純増（△）減─△６２３，６９２貸倒引当金の増加額

２７，２７７△８１，２１９その他の負債の純増減（△）△５，１９４２，９９１賞与引当金の増加額

△１，５５８─未払消費税等の純増減（△）△１７，５１８△１０５，６４７退職給付引当金の増加額

２，８３４，７６１２，９９１，７３８信用事業資金運用による収入△２３，５１５１２，２５５役員退任給与引当金の増加額

△３２５，８７４△３９８，２７３信用事業資金調達による支出△２，９１８，８６９△３，２６６，２２６信用資金運用収益

１６，０３１１６，１０３共済貸付金利息による収入３１７，４９３５４３，４８２信用資金調達費用

△１５，８２７△１６，０５３共済借入金利息による支出△１５，９２９△１７，１３５共済貸付金利息

１，２６１─その他１５，８０６１７，１５７共済借入金利息

１，３９９，２２２△４，６３２，５２０小 計△８３，６１１△９１，４７３受取雑利息および受取出資配当金

８３，６１１９１，４７３雑利息および出資配当金の受取額１，４８３１，５３２支払雑利息

△１，４７８△１，５２６雑利息の支払額△１７─為替差損益（△）

△１７４，２４０△１６４，８２６法人税等の支払額６０９７５５有価証券関係損益（△）

１，３０７，１１５△４，７０７，３９９事業活動によるキャッシュ・フロー３，５４５１７，０２１固定資産除去損

２．投資活動によるキャッシュ・フロー（信用事業活動による資産および負債の増減）

△３，７４４，２９１△４９９，７６５有価証券の取得による支出（△）△１，８１６，６６３△２，２６０，９１５貸出金の純増（△）減

４，３９３，６４４４，７６１，１２７有価証券の償還による収入△９，５００，０００△１２，３５０，０００預金の純増（△）減

─１，０８９補助金の受入による収入９，８４６，８４７８，３２１，１６１貯金の純増減（△）

△２８４，２９７△２２４，３０５固定資産の取得による支出（△）２，４８６，３１４６９６，４１１信用事業借入金の純増減（△）

△５１３，７３０△７８０，１６６外部出資の取得による支出（△）△８，５０９３４０その他の信用事業資産の純増（△）減

―７００，１１９外部出資の売却等による収入△９４，１１４３３５，５０８その他の信用事業負債の純増減（△）

△１４８，６７４３，９５８，０９９投資活動によるキャッシュ・フロー（共済事業活動による資産および負債の増減）

３．財務活動によるキャッシュ・フロー△１５，２１１△３９，０４１共済貸付金の純増（△）減

２１，８８４５１，３２３出資の増額による収入１５，９５３３８，６８６共済借入金の純増減（△）

△３，４６２△２，４６６出資の払戻しによる支出（△）△５８，３２７１２５，６７７共済資金の純増減（△）

△３４，４３４△３４，８９３出資配当金の支払額（△）△１９，４４４△３０，３４４未経過共済付加収入の純増減（△）

△１６，０１２１３，９６３財務活動によるキャッシュ・フロー△３９２３６５共済未払費用の純増減（△）

１７０４．現金および現金同等物に係る換算差額△２７１１その他の共済事業資産の純増（△）減

１，１４２，４４５△７３５，３３６５．現金および現金同等物の増加額（経済事業活動による資産および負債の増減）

１，７８６，６９３２，９２９，１３９６．現金および現金同等物の期首残高△２，６０６３１，１２２受取手形および経済事業未収金の純増（△）減

２，９２９，１３９２，１９３，８０３７．現金および現金同等物の期末残高２８，４１２△６，６２４棚卸資産の純増（△）減

平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

平成１７年４月１日から
平成１８年３月３１日まで

平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

平成１７年４月１日から
平成１８年３月３１日まで

（注）本計算書は、農業協同組合法上、総代会の報告対象とはなっていませんが、参考として当年度より記載しています。

�現金および現金同等物の資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金」および「預金」のうち、「現金」および

「預金」中の当座預金、普通預金および通知預金となっています。

�現金および現金同等物期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

　平成１８年３月３１日

　現金・預金勘定　　　　　　　　　　　　　　　　２２８，９２９，１３９

　当座預金、普通預金および通知預金以外の預金　△２２６，０００，０００

　現金および現金同等物　　　　　　　　　　　　　　２，９２９，１３９

　平成１９年３月３１日

　現金・預金勘定　　　　　　　　　　　　　　　　２４０，５４３，８０３

　当座預金、普通預金および通知預金以外の預金　△２３８，３５０，０００

　現金および現金同等物　　　　　　　　　　　　　　２，１９３，８０３
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　5 ．剰余金処分計算書

平成１７年度
総代会承認日
平成１８年６月２３日

平成１８年度
総代会承認日

平成１９年６月２１日
項 目

７１１，３４８１，２２４，０９９当 期 未 処 分 剰 余 金

２，３１８１，８４９積 立 金 取 崩 額

２，３１８１，８４９う ち 圧 縮 積 立 金

４３４，８９３９５６，４２１剰 余 金 処 分 額

４００，０００９２０，０００任 意 積 立 金

─６２０，０００貸 出 債 権 積 立 金

４００，０００３００，０００特 別 積 立 金

３４，８９３３６，４２１出 資 配 当 金

（３．５％）（３．５％）（出資配当率）

２７８，７７３２６９，５２６次 期 繰 越 剰 余 金

（単位：千円）

（注）１．目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準等は次のとおりです。

平成１８年度

有価証券価格変動準備金施設設備積立金信用事業基盤強化積立金貸出債権積立金種 類

有価証券運用の価格変動
リスクに対して必要な資
金を積み立てる

中長期的に予定する施
設の取得に必要な資金
を積み立てる

信用事業の改善・発展
に必要な資金を積み立
てる

貸出金の強化に必要
な資金を積み立てる

目 的

期末有価証券残高の１００
分の５を限度とする

５億円
期末貯金・定期積金残
高の１００分の１．５

期末貸出残高の１００
分の２．５

積 立 目 標 額

目標額の範囲内において、当期剰余金を参酌し積み立てる積 立 基 準

時価の著しい下落にとも
なう評価損計上（減損処
理）により、当期剰余金
に重要な影響を与える年
度に当該減損処理相当額
を取り崩す

積立目的が達成された
日の属する決算期を含
む５年の間で、当該年
度の費用相当分を参酌
の上、計画的に取り崩
す

信用事業の基盤に重大
な影響があるという事
実が発生した場合にそ
の減少額等の範囲内で
取り崩す

貸倒損失により、当
期剰余金に重要な影
響を与える場合にそ
の減少額等の範囲内
で取り崩す

取 崩 基 準

───６２０，０００当 期 積 立 額

１００，０００４３０，０００１，４００，０００６２０，０００当期積立累計額

平成１７年度

有価証券価格変動準備金施設設備積立金信用事業基盤強化積立金種 類

有価証券運用の価格変動リスクに
対して必要な資金を積み立てる

中長期的に予定する施設の取得
に必要な資金を積み立てる

信用事業の改善・発展に必
要な資金を積み立てる

目 的

期末有価証券残高の１００分の５を
限度とする

５億円
期末貯金・定期積金残高の
１００分の１．５

積 立 目 標 額

目標額の範囲内において、当期剰余金を参酌し積み立てる積 立 基 準

時価の著しい下落にともなう評価
損計上（減損処理）により、当期
剰余金に重要な影響を与える年度
に当該減損処理相当額を取り崩す

積立目的が達成された日の属す
る決算期を含む５年の間で、当
該年度の費用相当分を参酌の上、
計画的に取り崩す

信用事業の基盤に重大な影
響があるという事実が発生
した場合にその減少額等の
範囲内で取り崩す

取 崩 基 準

───当 期 積 立 額

１００，０００４３０，０００１，４００，０００積 立 累 計 額

２．次期繰越剰余金には、教育、生活・文化改善の事業費用、および広報誌「ＣＲＯＰ」の編集・発行費用にあてるための

繰越額が含まれています。

　　　　平成１８年度　５０，０００千円　　平成１７年度　５０，０００千円

経営資料　Ⅰ　決算の状況

（単位：千円）

（単位：千円）
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　6 ．部門別損益計算書
■平成１８年度

共通管理費等営農指導事業生活その他事業農業関連事業共済事業信用事業計区 分
６，４９０１４０，７７９６２６，４５８９６０，０８１３，３３４，５９５５，０６８，４０２事業収益 ①

２０，８０７１８９，５７１５２４，２２０７８，０３３７９９，０３０１，６１１，６５８事業費用 ②

△１４，３１７△４８，７９２１０２，２３８８８２，０４８２，５３５，５６５３，４５６，７４４
事業総利益 ③
（①－②）

８１，８９７８５，１０５１９１，１１８５６１，５４２１，８３０，５００２，７５０，１６３事業管理費 ④

（　　８，３０１）（　　８，０６８）（　　１４，１３３）（　１２，９１９）（　　６３，８１５）（　１０７，２３６）（うち減価償却費） ⑤

△８０６，０２７２４，６６４２４，８２６５８，８４０１８６，１１２５１１，５８５※うち共通管理費 ⑥

（　△７，５３５）（　　　２３１）（　　　２３２）（　　　５５０）（　１，７４０）（　　４，７８２）（うち減価償却費） ⑦

△９６，２１４△１３３，８９７△８８８，８００３２０，５０６７０５，０６６７０６，５８０
事業利益 ⑧
（③－④）

１１，８２９６１９６，８３２３，５０７８９，９０４１１２，６９０事業外収益 ⑨

△３，１８５９７９８２３３７３５２，０２２※うち共通分 ⑩

２９０２９１６９１２，１８５６，００５９，４６１事業外費用 ⑪

△９，４６１２９０２９１６９１２，１８５６，００５※うち共通分 ⑫

△８４，６７５△１３３，５６９△８２，７３９３２１，８２８７８８，９６５８０９，８０９
経常利益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪）

００００６２６，４７３６２６，４７３特別利益 ⑭

──────※うち共通分 ⑮

５５４５５８１，３２２４，１８２１１，４９４１８，１１０特別損失 ⑯

△１８，１１０５５４５５８１，３２２４，１８２１１，４９４※うち共通分 ⑰

△８５，２２９△１３４，１２７△８４，０６１３１７，６４６１，４０３，９４４１，４１８，１７２
税引前当期利益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯）

△８５，２２９２，７０２６，４２６２０，３０２５５，７９９営農指導事業分配賦額 ⑲

△１３６，８２９△９０，４８７２９７，３４４１，３４８，１４５１，４１８，１７２
営農指導事業分配賦後税引前当期利益 ⑳
（⑱－⑲）

（単位：千円）

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない部分

■平成１７年度
共通管理費等営農指導事業生活その他事業農業関連事業共済事業信用事業計区 分

５０６２７２，３９５７３３，１９６９６７，２１１３，００３，０６３４，９７６，３７１事業収益 ①

２２，１１６３０８，４０２６６０，２５０７３，８３７５４６，１０３１，６１０，７０８事業費用 ②

△２１，６１０△３６，００７７２，９４６８９３，３７４２，４５６，９６０３，３６５，６６３
事業総利益 ③
（①－②）

６１，４７７１５３，０４８１５４，２９６５１７，５４３１，８２２，６４３２，７０９，００７事業管理費 ④

７，１５７１５，８２９８，６６９１１，００７５６，６５９９９，３２１（うち減価償却費） ⑤

△９２０，６４９１９，５１８５６，２５２６２，６９６１８６，６１６５９５，５６７※うち共通管理費 ⑥

△７，４４４１５８４５５５０７１，５０９４，８１５（うち減価償却費） ⑦

△８３，０８７△１８９，０５５△８１，３５０３７５，８３１６３４，３１７６５６，６５６
事業利益 ⑧
（③－④）

１４，２６０１，０５１１１，１５１４，８５３８５，５０８１１６，８２３事業外収益 ⑨

△８，２４６１７５５０４５６２１，６７１５，３３４※うち共通分 ⑩

３０４８７６９７７２，９０６９，２７８１４，３４１事業外費用 ⑪

△１４，３４１３０４８７６９７７２，９０６９，２７８※うち共通分 ⑫

△６９，１３１△１８８，８８０△７１，１７６３７７，７７８７１０，５４７７５９，１３８
経常利益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪）

──────特別利益 ⑭

──────※うち共通分 ⑮

２，１２２６，１１６６，８１７２０，２９０６４，７５４１００，０９９特別損失 ⑯

△１００，０９９２，１２２６，１１６６，８１７２０，２９０６４，７５４※うち共通分 ⑰

△７１，２５３△１９４，９９６△７７，９９３３５７，４８８６４５，７９３６５９，０３９
税引前当期利益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯）

△７１，２５３４，４４５４，９５９１４，７５７４７，０９２営農指導事業分配賦額 ⑲

△１９９，４４１△８２，９５２３４２，７３１５９８，７０１６５９，０３９
営農指導事業分配賦後税引前当期利益 ⑳
（⑱－⑲）

（単位：千円）

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない部分

部門別損益計算書（平成１７年度）注記
（注）
　１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
　　（１）共通管理費等
　　　　　役職員の稼動割合を基準に配賦する。
　　（２）営農指導事業
　　　　　役職員の稼動割合を基準に配賦する。

　２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

計
営 農
指導事業

生 活
その他
事 業

農業関連
事 業

共 済
事 業

信 用
事 業

区 分

１００．００２．１２６．１１６．８１２０．２７６４．６９共通管理費等

１００．００６．２４６．９６２０．７１６６．０９営農指導事業

（単位：％）

部門別損益計算書（平成１８年度）注記
（注）
　１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
　　（１）共通管理費等
　　　　　役職員の稼動割合を基準に配賦する。
　　（２）営農指導事業
　　　　　役職員の稼動割合を基準に配賦する。

　２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

計
営 農
指導事業

生 活
その他
事 業

農業関連
事 業

共 済
事 業

信 用
事 業

区 分

１００．００３．０６３．０８７．３０２３．０９６３．４７共通管理費等

１００．００３．１７７．５４２３．８２６５．４７営農指導事業

（単位：％）
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　7 ．財務諸表の正当性等にかかる確認

経営資料　Ⅰ　決算の状況



　1 ．最近の５事業年度の主要な経営指標

平成１４年度平成１５年度平成１６年度平成１７年度平成１８年度項　　　　目

５，９２４，９０４６，０５４，７５５５，９５４，０３２４，９７６，３７１５，０６８，４０３経 常 収 益

３，５６３，５３２３，６１３，６９８３，６３２，４５１３，００３，０６３３，３３４，５９５信 用 事 業 収 益

１，０１３，１８１１，００４，７０４９８８，１６３９６７，２１１９６０，０８１共 済 事 業 収 益

１，２４９，３７８－－－－購 買 事 業 収 益

１７，８１２－－－－販 売 事 業 収 益

８０，９９９－－－－そ の 他 の 収 益

－８７２，１７７８５４，４３５７３３，１９６６２６，４５８農業関連事業収益

－５６４，１７６４７８，９８３２７２，９０１１４７，２６９そ の 他 事 業 収 益

２７０，０３３３７７，４８６４８２，０１３７５９，１３９８０９，８０９経 常 利 益

１７０，６２１２１７，４５９３２２，７８０４５２，６８１９４５，３２５当 期 剰 余 金

９７０，９２４９７９，６８３９９０，７５６１，０１０，１７４１，０６１，４９７出 資 金

（９７０，９２４）（９７９，６８３）（９９０，７５６）（１，０１０，１７４）（１，０６１，４９７）（ 出 資 口 数 ）

１２，２７８，４９８１２，４４６，１７８１２，７４９，４６３１３，１６３，３０８１４，１２５，５２４純 資 産 額

２８６，２２７，０３７３００，７８６，０２８３１１，１８７，５２９３２３，７０８，２６４３３４，１８１，６１３総 資 産 額

２６９，４３２，８８２２８２，５８５，４１５２９３，２１５，５２７３０３，０６２，３７５３１１，３８３，５３６貯 金 等 残 高

４５，４４７，９１５４４，３４０，７５９５０，１２６，４８８５１，９４３，１５２５４，２０４，０６７貸 出 金 残 高

３０，０２６，４６８２７，１９９，１２７３３，６６２，１３０３２，９７７，９４２２８，７２０，７４３有 価 証 券 残 高

３３，９０６３４，０２５３４，４３４３４，８９３３６，４２１剰 余 金 配 当 金 額

３３，９０６３４，０２５３４，４３４３４，８９３３６，４２１出 資 配 当 の 額

－－－－－事業分量配当の額

３１４３１２３１１３１６３２２職 員 数

１８．２１％１７．７１％１８．７９％１９．６２％１９．５３％単 体 自 己 資 本 比 率

（注）１．経常収益の事業区分については、平成１５年６月３０日付内閣府・農林水産省令第７号により「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令」が改正

され、平成１５年４月１日以降開始する事業年度より適用されたことにともない、平成１４年度は改正前の事業区分に基づき、平成１５年度以降は改正後の事業区分に基

づき記載しています。

　　　２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。

　　　３．単体自己資本比率は、金融庁・農林水産省告示（農業協同組合法第１１条の２の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準）に定められた算式で算定し

たものです。

　　　　　また、平成１８年度末から、新しい自己資本比率規制（新ＢＩＳ規制）が適用されることにともない、平成１８年３月２８日付の金融庁・農林水産省告示第２号により上

記告示が全面改正され、オペレーショナル・リスクの追加など自己資本比率の計算方法が変わっています。平成１７年度以前の数値は、旧基準によるものです。

　　　４．信託業務の取り扱いは行っていません。

　　　５．出資口数の単位は「口」、出資１口金額は１，０００円です。

　　　６．職員数には、派遣職員を含みます。

（単位：千円、口、人）
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経営資料　Ⅱ　損益の状況



増　　　　減平成１７年度平成１８年度種　　　　類

３４７，２１１２，９１８，２６０３，２６５，４７１資 金 運 用 収 益

２２５，９８９３１７，４９３５４３，４８２資 金 調 達 費 用

１２１，２２２２，６００，７６７２，７２１，９８９資 金 運 用 収 支

４４４４５，９８６４６，４３０役 務 取 引 等 収 益

６０８７，９０４８，５１２役 務 取 引 等 費 用

△１６４３８，０８２３７，９１８役 務 取 引 等 収 支

△１６，１２３３８，８１６２２，６９３その他信用事業収益

２６，３２９２２０，７０５２４７，０３４その他信用事業費用

△４２，４５２△１８１，８８９△２２４，３４１そ の 他 信 用 事 業 収 支

７８，６０５２，４５６，９６０２，５３５，５６５信 用 事 業 粗 利 益

０．０４％０．７９％０．８３％（信用事業粗利益率）

△８，８１４８９３，３７４８８４，５６０共 済 事 業 粗 利 益

△０．０１％０．１５％０．１４％（共済事業粗利益率）

△１３，８３３７３，０５８５９，２２５購 買 事 業 粗 利 益

１．４９％８．３８％９．８７％（購買事業粗利益率）

４２，２２２１，８６７４４，０８９販 売 事 業 粗 利 益

１３．０８％３．６６％１６．７４％（販売事業粗利益率）

９３，８６０３，３６５，６６４３，４５９，５２４総 粗 利 益

０．００％１．０４％１．０４％（ 総 粗 利 益 率 ）

（注）１．信用事業粗利益率＝信用事業粗利益÷資金運用勘定平均残高×１００

　　　２．共済事業粗利益率＝共済事業粗利益÷長期共済保有高×１００

　　　３．購買事業粗利益率＝購買事業粗利益÷購買取扱高×１００

　　　４．販売事業粗利益率＝販売事業粗利益÷販売取扱高×１００

　　　５．総粗利益率＝総粗利益÷総資産平均残高×１００

（単位：千円）
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　2 ．利益総括表

（注）増減額は前年度対比です。

（単位：千円）

平成１７年度増減額平成１８年度増減額項　　　　目

１５２，０２７３４７，２１１受 取 利 息

４４，１０５１６６，３０４預 金うち
６５，４９５△２８，６６０有 価 証 券うち
１６，３１１１６４，４５３貸 出 金うち
１１，５５８２２５，９８９支 払 利 息

８，６７５２０３，０６９貯金・定期積金うち
－－譲 渡 性 貯 金うち

９，７５３１４，５４８借 入 金うち

　4 ．受取・支払利息の増減額

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価（資金調達利回り＋経費率）

　　　２．１の経費率には、信用事業の指導部費負担額を含めていません。

平成１７年度平成１８年度
項　　　　目

利回り利　　息平均残高利回り利　　息平均残高

０．９４％２，９１８，２６０３０８，５５１，７３０１．００％３，２６５，４７１３１７，６２８，３１６資 金 運 用 勘 定

０．６９％１，５４４，８２９２２１，９２８，７４４０．７５％１，７５６，２２９２３２，４７５，９７０預 金うち

１．２２％４２７，０５４３４，８０１，５６５１．３１％３９８，３９４３０，３９８，９７４有 価 証 券うち

１．８１％９４４，８５２５１，８２１，４２０２．０２％１，１１０，７９８５４，７５３，３７１貸 出 金うち

０．１０％３１７，４９３３０２，２３０，１１２０．１７％５４３，４８２３１０，８６７，８７７資 金 調 達 勘 定

０．０９％２８８，９７２２９９，５１８，５７６０．１６％４９２，０４１３０６，０８７，９９１貯金・定期積金うち

０．９８％２６，７７８２，７１１，５３６０．８６％４１，３２６４，７７９，８８５借 入 金うち

０．２５％０．３３％総 資 金 利 ざ や

（単位：千円）

　3 ．資金運用収支の内訳

経営資料　Ⅱ　損益の状況



　1 ．信用事業
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�　貯金に関する指標

（注）１．固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期貯金

　　　２．変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期貯金

③定期貯金の金利条件別内訳残高 （単位：千円）

増　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比残　　高構成比残　　高

８，８０８，６４０９９．９７％１９１，１０４，１８３９９．９７％１９９，９１２，８２３固 定 自 由 金 利 定 期

△３，８９４０．０２％３８，９２９０．０１％３５，０３４変 動 自 由 金 利 定 期

△３，４４７０．０１％１０，１６８０．００％６，７２１そ の 他 定 期 貯 金

８，８０１，２９９１００．００％１９１，１５３，２８０１００．００％１９９，９５４，５７９合 計

①貯金の科目別期末残高 （単位：千円）

増　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比残　　高構成比残　　高

△７７，４９００．１１％３２４，８９１０．０８％２４７，４０１当 座 貯 金

△２６２，１１８２５．４１％７７，００９，７８７２４．６５％７６，７４７，６６９普 通 貯 金

△１２９，６４３１．０９％３，３１７，０９７１．０２％３，１８７，４５４貯 蓄 貯 金

△１４，２０１０．０２％５２，２０１０．０１％３８，０００通 知 貯 金

△８９，６１５０．２１％６１７，４１３０．１７％５２７，７９８そ の 他 の 流 動 性 貯 金

△５７３，０６５２６．８４％８１，３２１，３９０２５．９３％８０，７４８，３２５流 動 性 貯 金 計

８，８１７，５０９６２．９８％１９０，８５４，１６６６４．１２％１９９，６７１，６７６定 期 貯 金

９２，９２６１０．０９％３０，５８７，７０３９．８５％３０，６８０，６３０定 期 積 金

△１６，２１００．１０％２９９，１１３０．０９％２８２，９０３そ の 他 の 定 期 性 貯 金

８，８９４，２２５７３．１７％２２１，７４０，９８５７４．０７％２３０，６３５，２１０定 期 性 貯 金 計

－－－－－譲渡性貯金その他の貯金

８，３２１，１６０１００．００％３０３，０６２，３７６１００．００％３１１，３８３，５３６合 計

②貯金の科目別平均残高 （単位：千円）

増　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比平均残高構成比平均残高

△１２，８２６０．０７％２０１，００１０．０６％１８８，１７４当 座 貯 金

１，５９０，４０７２４．８２％７４，３３４，２０９２４．８０％７５，９２４，６１６普 通 貯 金

△１７４，１５３１．１５％３，４４０，９９６１．０７％３，２６６，８４２貯 蓄 貯 金

６，５５４０．０１％１６，９６７０．０１％２３，５２１通 知 貯 金

△５，１４５０．２１％６２６，８０００．２０％６２１，６５４そ の 他 の 流 動 性 貯 金

１，４０４，８３４２６．２５％７８，６１９，９７５２６．１４％８０，０２４，８０９流 動 性 貯 金 計

４，７８０，７１３６３．６４％１９０，６１８，３０１６３．８４％１９５，３９９，０１４定 期 貯 金

４０８，９２０１０．０１％２９，９６７，５３７９．９２％３０，３７６，４５７定 期 積 金

△２５，０５３０．１０％３１２，７６２０．０９％２８７，７０９そ の 他 の 定 期 性 貯 金

５，１６４，５８０７３．７５％２２０，８９８，６０１７３．８６％２２６，０６３，１８２定 期 性 貯 金 計

－－－－－譲渡性貯金その他の貯金

６，５６９，４１３１００．００％２９９，５１８，５７７１００．００％３０６，０８７，９９１合 計

経営資料　Ⅲ　事業の概要
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�　貸出金等に関する指標

経営資料　Ⅲ　事業の概要

②貸出金の科目別平均残高 （単位：千円）

増　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比平均残高構成比平均残高

△１６，１２１０．１２％６２，２７１０．０８％４６，１５０手 形 貸 付

２，８４９，１１４９７．３７％５０，５７１，７３９９７．７０％５３，４２０，８５４証 書 貸 付

△７０，８５１１．７６％９１１，９４９１．５４％８４１，０９８当 座 貸 越

△１９，２２２０．７５％３８７，１９３０．６７％３６７，９７０制 度 資 金 貸 付 金

２，７４２，９２０１００．００％５１，９３３，１５３１００．００％５４，６７６，０７３合 計

③貸出金の金利条件別内訳残高 （単位：千円）

増　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比残　　高構成比残　　高

△１４，１１２，４７１８７．１０％４５，２４０，７８８５７．４３％３１，１２８，３１６固 定 金 利 貸 出

１６，４５４，０７７１１．１８％５，８１０，０１２４１．０７％２２，２６４，０８９変 動 金 利 貸 出

△８０，６９０１．７１％８９２，３５１１．５０％８１１，６６１そ の 他 貸 出

２，２６０，９１５１００．００％５１，９４３，１５２１００．００％５４，２０４，０６７合 計

④貸出金の担保別内訳残高 （単位：千円）

増　　　減平成１７年度平成１８年度種　　　　類

△２４７，９３５１，０５９，４９８８１１，５６２貯 金 等
物

的

担

保

－－－有 価 証 券

－－－動 産

－－－不 動 産

－－－そ の 他 担 保 物

△２４７，９３５１，０５９，４９８８１１，５６２計

４，３６５，５３０２４，５９８，５３５２８，９６４，０６６農業信用基金協会保証
保

証
△９３７２，２８１１，３４４そ の 他 保 証

４，３６４，５９３２４，６００，８１７２８，９６５，４１０計

△１，８５５，７４１２６，２８２，８３６２４，４２７，０９４信 用

２，２６０，９１５５１，９４３，１５２５４，２０４，０６７合 計

①貸出金の科目別期末残高 （単位：千円）

増　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比残　　高構成比残　　高

△３５，３５００．１１％５７，５５００．０４％２２，２００手 形 貸 付

２，３９９，８１４９７．４４％５０，６１５，０４１９７．８０％５３，０１４，８５６証 書 貸 付

△８０，６９０１．７２％８９２，３５１１．５０％８１１，６６１当 座 貸 越

△２２，８５８０．７３％３７８，２０８０．６５％３５５，３５０制 度 資 金 貸 付 金

２，２６０，９１５１００．００％５１，９４３，１５２１００．００％５４，２０４，０６７合 計
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⑤債務保証の担保別内訳残高
　　該当項目はありません。

（注）業種区分は総務省の日本標準産業分類に基づいています。

⑦貸出金の業種別残高 （単位：千円）

増　　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比残　　高構成比残　　高

６５，４２００．００％３３３０．１２％６５，７５３製 造 業

△１９，７３９，５５６３８．６１％２０，０５５，５２４０．５８％３１５，９６７農 業

－－－－－林 業

－－－－－漁 業

－－－－－鉱 業

８２，３６０－－０．１５％８２，３６０建 設 業

－－－－－電気・ガス・熱供給・水道業

－－－－－情 報 通 信 業

６，０００－－０．０１％６，０００運 輸 業

１１，６２６－－０．０２％１１，６２６卸 売 ・ 小 売 業

４，５１５－－０．０１％４，５１５金 融 ・ 保 険 業

１５，６００，９３９－－２８．７８％１５，６００，９３９不 動 産 業

１４１，１９５－－０．２６％１４１，１９５各 種 サ ー ビ ス 業

△４８７，９５７３９．９４％２０，７４４，６０４３７．３７％２０，２５６，６４６地 方 公 共 団 体

６，５７６，３７０２１．４５％１１，１４２，６９１３２．６９％１７，７１９，０６１そ の 他

２，２６０，９１５１００．００％５１，９４３，１５２１００．００％５４，２０４，０６７合 計

⑥貸出金の使途別内訳残高 （単位：千円）

増　　　減
平成１７年度平成１８年度

種　　　　類
構成比残　　高構成比残　　高

６，５４６，２５２６４．９０％３３，７１３，６２７７４．２７％４０，２５９，８７９設 備 資 金

△４，２５３，７５０３４．６５％１７，９９５，８７７２５．３５％１３，７４２，１２６運 転 資 金

△３１，５８５０．４５％２３３，６４７０．３７％２０２，０６１そ の 他

２，２６０，９１５１００．００％５１，９４３，１５２１００．００％５４，２０４，０６７合 計
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経営資料　Ⅲ　事業の概要

⑧リスク管理債権の状況 （単位：千円）

増　　　減平成１７年度平成１８年度区　　　　　　分

－－－�破 綻 先 債 権 額

△１３５２，８９７５２，８８４�延 滞 債 権 額

－－－�３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 額

－－－�貸 出 条 件 緩 和 債 権 額

△１３５２，８９７５２，８８４合　　計 （�＝�＋�＋�＋�）

△１３５２，８９７５２，８８４�担 保 保 証 付 債 権 額

－－－�個 別 貸 倒 引 当 金 勘 定 残 高

－－－担保保証付控除後債権額 （�＝�－�－�）

（注）１．破綻先債権

　　　　　元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか

った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税施行令第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由また

は同項第４号に規定する事由が生じているものをいう。

　　　２．延滞債権

　　　　　未収利息不計上貸出金であって、上記に掲げるものおよび債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。

　　　３．３ヵ月以上延滞債権

　　　　　元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金（上記に掲げるものを除く。）をいう。

　　　４．貸出条件緩和債権

　　　　　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出

金（上記に掲げるものを除く。）をいう。

　本表記載の資産査定額は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成１０年法律第１３２号）第６条に基づき、貸借対照表の貸出金、貸付有価証券、債務保証見返、

信用未収利息および信用仮払金の各勘定について、債務者の財政状態および経営成績等を基礎として、以下のとおり区分しています。

　なお、当組合は同法の対象とはなっていませんが、参考として、同法の定める基準に従い資産査定額を平成１５年度より記載しています。

（注）１．破産更生債権およびこれらに準ずる債権

　　　　　破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権をいう。

　　　２．危険債権

　　　　　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取ができない可能性の高い債権を

いう。

　　　３．要管理債権

　　　　　自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、「３ヵ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいう。

　　　４．正常債権

　　　　　債務者の財政状態および経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」以外の債権をいう。

⑨金融再生法開示債権の状況
●金融再生法に基づく資産査定額 （単位：千円）

平成１７年度平成１８年度区　　　　　　分

５０１１６，３５９破産更生債権及びこれらに準ずる債権

５２，３９６３６，５２４危 険 債 権

－－要 管 理 債 権

５２，８９７５２，８８４合 計

５１，８９０，２５５５４，２２０，２３２正 常 債 権

●金融再生法開示債権の保全状況 （単位：千円）

平成１７年度平成１８年度区　　　　　　分

５２，８９７５２，８８４�金 融 再 生 法 開 示 債 権 合 計

５２，８９７５２，８８４�保 全 額 合 計

－－う ち 貸 倒 引 当 金

５２，８９７５２，８８４う ち 担 保 保 証 等

１００．００％１００．００％保　　全　　率 �／�

（注）貸倒引当金は、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いた金額を記載しています。
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＜参考＞開示債権と自己査定の相関図 

要 
注 
意 
先 

要管理先 

その他の要注意先 

信用事業総与信 

貸出金 
その他の 
債権 

信用事業 
以外の 
与信 

3ヵ月以上延滞債権 

貸出条件緩和債権 

信用事業総与信 
信用事業 
以外の 
与信 貸出金 

その他の 
債権 

＜ リ ス ク 管 理 債 権 ＞  

破産更正債権及びこれらに 
準ずる債権 

危険債権 

破綻先債権 

延滞債権 

信用事業総与信 
信用事業 
以外の 
与信 貸出金 

その他の 
債権 

●その他の要注意先 
　要管理先以外の要注意先に属する債務者 

●正常先 
　業況が良好であり、かつ、財務内容につき特段の問題がないと認め 
　られる債務者 

＜ 金 融  再 生  法 債  権 区  分 ＞  ＜ 自 己  査 定  債 務  者 区  分 ＞  

正常債権 

要管理債権 

正常先 

破綻先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

●破綻先債権 
　元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の 
　事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないもの 
　として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を 
　除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税施行 
　令第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４ 
　号に規定する事由が生じているものをいう。 

●延滞債権 
　未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権に掲げるものおよび債 
　務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶 
　予したもの以外のものをいう。 

●３ヵ月以上延滞債権 
　元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞して 
　いる貸出金（破綻先債権、延滞債権に掲げるものを除く。）をいう。 

●貸出条件緩和債権 
　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、 
　利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利 
　となる取決めを行った貸出金（破綻先債権、延滞債権および３ヵ月 
　以上延滞債権に掲げるものを除く。） 

●要管理先 
　要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部または一部が次に 
　掲げる債権に該当する債務者 
　�　３ヵ月以上延滞債権 
　　　元金または利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として 
　　　３ヵ月以上延滞している貸出債権 
　�　貸出条件緩和債権 
　　　経済的困難に陥った債務者の再建または支援をはかり、当該債 
　　　権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲 
　　　歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権 

●破産更正債権およびこれらに準ずる債権 
　破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債 
　務者に対する債権およびこれらに準ずる債権 

●危険債権 
　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営 
　成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取が 
　できない可能性の高い債権 

●破綻先 
　法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者 

●実質破綻先 
　法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経 
　営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるな 
　ど実質的に経営破綻に陥っている債務者 

●正常債権 
　債務者の財政状態および経営成績に特に問題がない債権であり、 
　「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」および 
　「要管理債権」以外の債権 

●要管理債権 
　自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、 
　「３ヵ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和債権」に該当する貸 
　出金 

●破綻懸念先 
　現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善 
　計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大 
　きいと認められる債務者（金融機関等の支援継続中の債務者を含む） 

対 
象 
債 
権 

⑫貸出金償却等の額

　　該当項目はありません。

⑩元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況

　　該当する取引はありません。

⑪貸倒引当金の期末残高および期中の増減額 （単位：千円）

期末残高
期中減少額

期中増加額期首残高区　　　　分
そ の 他目的使用

１８６，３０７８１０，０００－１８６，３０７８１０，０００一 般 貸 倒 引 当 金平
成　

年
度

１８ －－－－－個 別 貸 倒 引 当 金

１８６，３０７８１０，０００－１８６，３０７８１０，０００合 計

８１０，０００８１０，０００－８１０，０００８１０，０００一 般 貸 倒 引 当 金平
成　

年
度

１７ －－－－－個 別 貸 倒 引 当 金

８１０，０００８１０，０００－８１０，０００８１０，０００合 計

（注）その他の金額は洗替による取崩額です。
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経営資料　Ⅲ　事業の概要

�　為替業務等取扱実績

①内国為替取扱実績 （単位：件、千円）

平成１７年度平成１８年度

種　　　類 被　仕　向仕　　　向被　仕　向仕　　　向

金額件数金額件数金額件数金額件数

６１，６０５，３０４１７２，９９７５２，３４４，６３７４０，６１８６６，８１６，０６６１８０，５００５９，５９１，６２９４１，５７７送金・振込為替

７８，２８４１４７２７７，１４３２５２４，５５３９６２６，７５９１０代 金 取 立 為 替

５２５，１１３１１，７７３４９８，３２４４，１６９４８４，６０１１０，３７３５０４，９５４３，４１３雑 為 替

６２，２０８，７０１１８４，９１７５３，１２０，１０４４４，８１２６７，３２５，２２０１９０，９６９６０，１２３，３４２４５，０００合 計

②公共債の引受額・公共債窓販実績 （単位：千円）

引　受　実　績窓口販売実績
種　　　類

平成１７年度平成１８年度平成１７年度平成１８年度

４８，０４２－１２１，０００８２，０００国 債

②商品有価証券の種類別平均残高
　　該当項目はありません。

③有価証券の残存期間別残高 （単位：千円）

合　計
期間の定め

のないもの
１０年超

７年超

１０年以内

５年超

７年以内

３年超

５年以内

１年超

３年以内
１年以内種　　　類年

度

１９，４１４，４０８－８，５０１，１２４１０，１０８，０８１１９３，２８３２８８，８０９２５１，４４７７１，６６４国 債

平
成　

年
度

１８

－－－－－－－－地 方 債

－－－－－－－－政 府 保 証 債

４９９，７９０－－－－４９９，７９０－－金 融 債

８，８０６，５４４－３，９０６，５４４３，０００，０００１，３００，０００－－６００，０００社 債

－－－－－－－－株 式

－－－－－－－－受 益 証 券

１９，４７５，６５４－１４，５０１，２０８４，１９７，５２７２３７，９４８２７９，７５９１９２，１２３６７，０８７国 債

平
成　

年
度

１７

－－－－－－－－地 方 債

－－－－－－－－政 府 保 証 債

－－－－－－－－金 融 債

－－－－－－－－短 期 社 債

１３，５０２，２８８－９，９０２，２８８１，３００，０００－－６００，０００１，７００，０００社 債

－－－－－－－－株 式

－－－－－－－－受 益 証 券

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載することとしていますが、平成１７年度および平成１８年度ともに貸付有価証券の残高はありません。

�　有価証券に関する指標

③オフバランス取引の状況
　　該当項目はありません。

①有価証券の種類別平均残高 （単位：千円）

増　　　減平成１７年度平成１８年度種　　　　　類

７０１，３２８１８，７４５，４６３１９，４４６，７９２国 債

－－－地 方 債

－－－政 府 保 証 債

△５９６，３９３１，０３０，４３５４３４，０４２金 融 債

－－－短 期 社 債

△４，５０７，５０７１５，０２５，６６６１０，５１８，１５８社 債

－－－株 式

－－－受 益 証 券

△４，４０２，５７２３４，８０１，５６５３０，３９８，９９３合 計

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載することとしていますが、平成１７年度および平成１８年度ともに貸付有価証券の残高はありません。
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�　有価証券等の時価情報等

平成１７年度平成１８年度

区　　　分 評価損益

Ｄ－Ｃ

時　　価

Ｄ

取得価額

Ｃ

評価損益

Ｂ－Ａ

時　　価

Ｂ

取得価額

Ａ

－－－－－－売 買 目 的

△１，１１０，７６５３０，８９２，７３１３２，００３，４９６△９０２，９９８２６，９０４，４６１２７，８０７，４５９満期保有目的

２，８６１９７４，４４６９７１，５８５７，７７９９１３，２８４９０５，５０５そ の 他 保 有

△１，１０７，９０４３１，８６７，１７７３２，９７５，０８１△８９５，２１９２７，８１７，７４５２８，７１２，９６４合 計

　1 ．信用事業

（注）１．本表記載の有価証券の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上しています。

　　　２．満期保有目的の債券については、取得価額を貸借対照表価額として計上しています。

　　　３．その他有価証券については、時価を貸借対照表価額として計上しています。

　　　４．非上場有価証券のうち時価相当額として価格等の算定可能なものは，次のとおりです。

①有価証券の時価情報等 （単位：千円）

　　　　　注）非上場有価証券の時価は，店頭売買有価証券については日本証券業協会が公表する売買価格等，公募債券については日本証券業協会が発表する公社債店頭（基

準）気配表に掲載されている銘柄の利回りに基づいて計算した価格，証券投資信託の受益証券については基準価格によっています。

　　　５．時価情報開示対象有価証券から除いた有価証券の取得価額は次のとおりです。

　　　　　該当項目はありません。

（単位：千円）

②金銭の信託の時価情報等
　　該当項目はありません。

③金融先物取引等
　　該当項目はありません。

平成１７年度平成１８年度

区　　　分 評価損益時　　価取得価額評価損益時　　価取得価額

Ｄ－ＣＤＣＢ－ＡＢＡ

－－－－－－売 買 目 的

△１，１１０，７６５３０，８９２，７３１３２，００３，４９６△９０２，９９８２６，９０４，４６１２７，８０７，４５９満期保有目的

２，８６１９７４，４４６９７１，５８５７，７７９９１３，２８４９０５，５０５そ の 他 保 有

△１，１０７，９０４３１，８６７，１７７３２，９７５，０８１△８９５，２１９２７，８１７，７４５２８，７１２，９６４合 計
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経営資料　Ⅲ　事業の概要

�　長期共済新契約・保有高 （単位：千円）

平成１７年度平成１８年度
種　　　　　類

年度末保有高新契約高年度末保有高新契約高

１０２，１８０，７０８４，５６５，７９０１０２，２１９，１００４，０５１，０３０終 身 共 済
生

命

総

合

共

済

５，０００－５，０００－定 期 生 命 共 済

１４９，０７４，６５６１０，０１８，３００１４２，１９１，２４４１０，２２８，１００養 老 生 命 共 済

２０，１６６，４００２，４６８，５００２２，０７０，１００２，４５３，８００ こ ど も 共 済うち

４２１，５００２３３，０００２，０８８，３００１，７０７，５００医 療 共 済

４７９，５００７７，５００５１１，０００５０，５００が ん 共 済

４０９，１００２２６，７００６６９，１００２８３，８００定 期 医 療 共 済

３，３５０，２５０４７５，８１４３，３９５，１４６４７２，９１５年 金 開 始 前年
金
共
済

２，４５９，５１５－２，５２１，０５９－年 金 開 始 後

５，８０９，７６５４７５，８１４５，９１６，２０６４７２，９１５年 金 合 計

３７８，７１３，０７３３０，３１０，７５０３８７，３６２，１０５２９，４４７，３３０建 物 更 生 共 済

６３１，４５８，５３８４５，４３２，０４０６３５，２２０，８５０４５，７６８，２６０合 計

（注）１．ＪＡ共済は，平成１７年４月１日より、従来のＪＡが全国共済農業協同組合連合会（全共連）に再共済に付していた方式から、組合と全共連ともに共済契約の当事者

とする共同元受方式へ変更しています。（次の短期共済においても同様です。）

　　　２．金額は、保障金額（年金共済は年金年額、がん共済はがん死亡共済金額、定期医療共済は死亡給付金額。医療共済については死亡給付金額を含む。）を表示してい

ます。

　　　３．合計の金額には年金共済の年金年額を除き、年金共済に付加された定期特約金額を含んでいます。

�　短期共済新契約高 （単位：千円）

平成１７年度平成１８年度
種　　　　　類

掛　　　金金　　　額掛　　　金金　　　額

２４，６９１２４，４８７，５１０２４，６７８２４，３６５，５４０火 災 共 済

３３６，００７－３３３，００５－自 動 車 共 済

１，２３９２８，３５１，０００１，０８４２２，１８４，０００傷 害 共 済

５０３－５２２－賠 償 責 任 共 済

５２，４２８－５２，４８８－自 賠 責 共 済

４１４，８７０５２，８３８，５１０４１１，７７８４６，５４９，５４０合 計

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。

　　　２．自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。
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　3 ．購買事業取扱実績
（単位：千円）

平成１７年度平成１８年度
種　　　　　類

手　数　料供　給　高手　数　料供　給　高

１，２１７４６，７６５３８２６，９１５飼 料

生

産

資

材

１８，２５２１１６，９７２１６，３４２１１０，３１７肥 料

８，３６１８１，０５２７，９９９７４，４２５農 薬

３，６００２８，２９１２，８６３２２，５６９保 温 資 材

１，５０７１４，８７９１，２９３１３，４０６包 装 資 材

６，３３９２０４，５５４６，０８５１６８，０８５農 業 機 械

６９２，５１０４６１，２２７石 油 類

１３３３，５６１６７１，６８４自 動 車

５，０９９８５，５７３２，８９７３８，２２８建 築 資 材

３，１０３２６，１６１４，３０８２４，４３０そ の 他

４７，６８３６１０，３２４４２，２８６４６１，２９１計

１４，１３７１５９，１１７６，０３７４４，４９５食 糧 米食
料
品生

活

物

資

８８８０７４１８６，８９９生 鮮 食 品

２，０２５１４，２５９１，７７８９，８７８一 般 食 品

９２５１３１５８８７７衣 料 品

７，４１９６９，８０６１，８０６２４，３３３耐 久 消 費 財

３，５４４５６，６２１２，３８５４９，３２４日 用 雑 貨

７１０１６４０そ の 他

２７，３１３３０１，２２７１２，５９１１３５，８４９計

７４，９９７９１１，５５１５４，８７８５９７，１４０合 計

　4 ．販売事業取扱実績
（単位：千円）

手　数　料販　売　高
種　　　　類

受　　託買　　取受　　託買　　取

２４，８１７２３，５７２１６４，０７７９９，３０５農 産 物 直 売 所 等
　

年
度

１８

２４，８１７２３，５７２１６４，０７７９９，３０５合 計

３１５－１０，０６５４０，８６２米 ・ 大 豆
　

年
度

１７

３１５－１０，０６５４０，８６２合 計

　5 ．指導事業
（単位：千円）

平成１７年度平成１８年度項　　　　目

２３５６，１３３指 導 補 助 金
収　
　

益

１０，９９１１１，５６１実 費 収 入

３５６３５６受 入 事 務 委 託 料

１１，５８２１８，０５０計

３１，２７０２９，８８８営 農 改 善 費
費　
　

用

１７，７７５１７，７０１生 活 改 善 費

４３，８６４４７，９２５教 育 情 報 費

９２，９０９９５，５１４計

△８１，３２７△７７，４６４収 支 差 額
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　1 ．利 益 率

経営資料　Ⅳ　経営指標

増　　　減平成１７年度平成１８年度項　　　　　目

０．０１％０．２３％０．２４％総 資 産 経 常 利 益 率

０．１７％５．９７％６．１４％資 本 経 常 利 益 率

０．１４％０．１４％０．２８％総 資 産 当 期 純 利 益 率

３．６１％３．５６％７．１７％資 本 当 期 純 利 益 率

　2 ．貯貸率・貯証率

増　　　減平成１７年度平成１８年度区　　　　　分

０．２７％１７．１３％１７．４０％期 末
貯 貸 率

０．５５％１７．３３％１７．８８％期 中 平 均

△１．６６％１０．８８％９．２２％期 末
貯 証 率

△１．６８％１１．６１％９．９３％期 中 平 均

（注）１．総資産経常（当期純）利益率　＝　 　×　１００

　　　２．資本経常（当期純）利益率　　＝　 　×　１００

経常（当期純）利益

　総資産（除く債務保証見返り）平均残高　

経常（当期純）利益

　資本（純資産）勘定平均残高　

（注）１．貯貸率（期末）　　　　＝　 　×　１００

　　　２．貯貸率（期中平均）　　＝　 　×　１００

　　　３．貯証率（期末）　　　　＝　 　×　１００

　　　４．貯証率（期中平均）　　＝　 　×　１００

　　　貸出金残高　　　

貯金残高

　　貸出金平均残高　　

貯金平均残高

　　有価証券残高　　

貯金残高

　有価証券平均残高　

貯金平均残高
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（注）１．自己資本比率は、金融庁・農林水産省告示（農業協同組合法第１１条の２の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準）に定められた算式で算定したも

のです。

　　　　　また、平成１８年度末から、新しい自己資本比率規制（新ＢＩＳ規制）が適用されることにともない、平成１８年３月２８日付の金融庁・農林水産省告示第２号により上

記告示が全面改正され、オペレーショナル・リスクの追加など自己資本比率の計算方法が変わっています。そのため、平成１７年度の数値は、旧基準によるものです。

　　　２．当組合は、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保等の適用については信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リ

スク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

（単位：千円）

平成１７年度平成１８年度項　　　　　　　　　　　　　　　　目

１３，１２６，４２２１４，０７８，２７３基本的項目 （Ａ）

１，０１０，１７４１，０６１，４９７出資金

（うち後配出資金）

－－回転出資金

－－再評価積立金

２２，２４９２２，２４９資本準備金

２，１８３，７１３２，１８３，７１３利益準備金

９，６３１，５１２１０，５４９，６６３任意積立金

２７８，７７３２６９，５２６次期繰越剰余金

△２，９６２処分未済持分

－△５，４１４その他有価証券の評価差損

－－営業権相当額

－企業結合により計上される無形固定資産相当額

－証券化取引により増加した自己資本に相当する額

４３１，８７０１８６，３０７補完的項目 （Ｂ）

－－土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の４５％相当額

４３１，８７０１８６，３０７一般貸倒引当金

－－負債性資本調達手段等

－－負債性資本調達手段

－－期限付劣後債務

－－補完的項目不算入額

１３，５５８，２９２１４，２６４，５８１自己資本総額 （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）

－－控除項目 （Ｄ）

－－他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額

－－負債性資本調達手段およびこれに準ずるもの

－－期限付劣後債務およびこれに準ずるもの

－
非同時決済取引に係る控除額および信用リスク削減手法として用い
る保証またはクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額

－
基本的項目からの控除分を除く自己資本控除とされる証券化エクス
ポージャーおよび信用補完機能を持つＩ／Ｏストリップス

－－控除項目不算入額

１３，５５８，２９２１４，２６４，５８１自己資本額 （Ｅ）＝（Ｃ）－（Ｄ）

６９，０９９，３０８７３，０３５，９０８リスク・アセット等計 （Ｆ）

６９，０９９，３０８６６，４４２，７４１資産（オン・バランス）項目

－－オフ・バランス取引等項目

６，５９３，１６７オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額

１８．９９％１９．２８％基本的項目比率 （Ａ）／（Ｆ）

１９．６２％１９．５３％自己資本比率 （Ｅ）／（Ｆ）

経営資料　Ⅴ　自己資本の充実の状況
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①信用リスクに対する所要自己資本の額および区分ごとの内訳 （単位：千円）

　2 ．自己資本の充実度に関する事項

以下、開示する表に関しては、平成１８年度末
以降適用される新しい自己資本比率規制（新
ＢＩＳ規制）に対応しているため、平成１７年
度の計数を算出していません。

平 成１７年 度平 成１８年 度

区　　　分 所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

リスク・アセッ
ト額

ａ

エクスポージャ
ーの期末残高

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

リスク・アセッ
ト額

ａ

エクスポージャ
ーの期末残高

－－－－－１９，４３２，４３３
我が国の中央政府およ
び中央銀行向け

－－－－－１９，０８８，１９７
我が国の地方公共団体
向け

－－－４，８３２１２０，８２２１，２０８，２２５
我が国の政府関係機関
向け

－－－－１０１，１５１，２４６地方三公社向け

－－－１，９７５，０１２４９，３７５，３１６２４４，８６５，１６３
金融機関および証券会
社向け

－－－８７，４１０２，１８５，２６５３，９５８，５９６法人等向け

－－－９，８０６２４５，１５０９６５，５２３
中小企業等向けおよび
個人向け

－－－１８，６２４４６５，６２０１，３５７，０９０抵当権付住宅ローン

－－－７７，９１８１，９４７，９５４２，０４２，３７９不動産取得等事業向け

－－－７０１１７，５４３１２，４００３ヵ月以上延滞等

－－－１１３，７７７２，８４４，４３２２９，０２３，７６０
信用保証協会等および
株式会社産業再生機構
保証付

－－－－－４７７，３８９共済約款貸付

－－－２５７，９７７６，４４９，４４４６，４４９，４４４出資等

－－－－－－

複数の資産を裏付とす
る資産（いわゆるファ
ンド）のうち、個々の資
産の把握が困難な資産

－－－－－－証券化

－－－１１１，６４７２，７９１，１８１４，３２５，２７８上記以外

－－－２，６５７，７０９６６，４４２，７４１３３４，３５７，１２９合　 計

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。
　　　２．「エクスポージャー」とは、資産ならびにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額です。
　　　３．「３ヵ月以上延滞等」とは，元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび証

券会社向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
　　　４．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある２以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取

引のことです。
　　　５．「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・

未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

③所要自己資本額 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

所要自己資本額
リスク・アセット

所要自己資本額
リスク・アセット

（分母）合計（分母）合計

ｂ＝ａ×４％ａｂ＝ａ×４％ａ

－－２，９２１，４３６７３，０３５，９０８

②オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

所要自己資本額
オペレーショナル・リスク相
当額を８％で除して得た額

所要自己資本額
オペレーショナル・リスク相
当額を８％で除して得た額

ｂ＝ａ×４％ａｂ＝ａ×４％ａ

－－２６３，７２６６，５９３，１６７

（注）オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、当組合では基礎的手法を採用しています。

　　　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　　　　　　　　　　　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷８％
　　　　　　　　　　　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

経営資料　Ⅴ　自己資本の充実の状況
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①標準的手法に関する事項
　当組合では自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出しています。また、信用リ

スク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

�　ア  リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による依頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しな

いこととしています。

�　イ  リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリーリスク・スコアは、主に以下のとおりです。

適　格　格　付　機　関

株式会社格付投資情報センター（R&Ⅰ）

株式会社日本格付研究所（JCR）

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシス゛（S&P）

フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

カントリーリスク・スコア適　格　格　付　機　関エクスポージャー

日本貿易保険金融機関向けエクスポージャー

R&I,　Moody’s,　JCR,　S&P,　Fitch法人等向けエクスポージャー（長期）

R&I,　Moody’s,　JCR,　S&P,　Fitch法人等向けエクスポージャー（短期）

②信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高および主な種類別の内訳 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

項　　目 うち店頭デ
リバティブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

うち店頭デ
リバティブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

－－－－－２８，７７２，３４１５４，２７３，２７９３３４，３５７，１２９
信用リスク
期末残高

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産ならびにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」

とは、契約した期間・融資枠の範囲内で、利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行することを約束する契約における融資可能残額のことです。

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、株式や金利、為替などの通常の取引から派生した比較的小さな金額で仮想的に大きな原資産を取引する金融商品取引のうち、金融機関や

証券会社の店頭で相対で行われる取引のことです。
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平 成１７年 度平 成１８年 度

区　　分 うち店頭デ
リバティブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

うち店頭デ
リバティブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

－－－－－２８，７７２，３４１５４，２７３，２７９３３４，３５７，１２９国　 内

－－－－－－－－国　 外

－－－－－２８，７７２，３４１５４，２７３，２７９３３４，３５７，１２９合　 計

③信用リスクに関するエクスポージャーの地域別の期末残高および主な種類別の内訳 （単位：千円）

経営資料　Ⅴ　自己資本の充実の状況

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産ならびにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」

とは、契約した期間・融資枠の範囲内で、利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行することを約束する契約における融資可能残額のことです。

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、株式や金利、為替などの通常の取引から派生した比較的小さな金額で仮想的に大きな原資産を取引する金融商品取引のうち、金融機関や

証券会社の店頭で相対で行われる取引のことです。

④信用リスクに関するエクスポージャーの業種別の期末残高および主な種類別の内訳 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

項　　　目 うち店頭
デリバテ
ィブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

うち店頭
デリバテ
ィブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

－－－－－－１，１６４１，１６４農 業

法

人

－－－－－－－－林 業

－－－－－－－－水 産 業

－－－－－１００，５７０－１００，５０７製 造 業

－－－－－－－－鉱 業

－－－－－－８，８３２８，８３２建設・不動産業

－－－－－－－－
電気・ガス・熱
供給・水道業

－－－－－１，７１０，６９０－１，７１０，６９０運輸・通信業

－－－－－４，５１９，６３８－４，５１９，６３８金融・保険業

－－－－－３，００９，００９５１，０８９３，０６０，０９９
卸売・小売・飲
食・サービス業

－－－－－１９，４３２，４３３２０，２３９，４４３３９，６７１，８７７
日本国政府・
地方公共団体

－－－－－－－２３９，３６４，２５７そ の 他

－－－－－－３３，９７２，７４９３３，９７２，７４９個　 人

－－－－－－－１１，９４７，２５０そ の 他

－－－－－２８，７７２，３４１５４，２７３，２７９３３４，３５７，１２９合　 計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産ならびにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」

とは、契約した期間・融資枠の範囲内で、利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行することを約束する契約における融資可能残額のことです。

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、株式や金利、為替などの通常の取引から派生した比較的小さな金額で仮想的に大きな原資産を取引する金融商品取引のうち、金融機関

や証券会社の店頭で相対で行われる取引のことです。

　　　４．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。
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⑤信用リスクに関するエクスポージャーの残存期間別の期末残高および主な種類別の内訳 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

区　　　分 うち店頭
デリバテ
ィブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

うち店頭
デリバテ
ィブ

うち債券うち貸出金
等

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

－－－－－６７４，３２３８４２，６４２２４，８８１，２４４１年以下

－－－－－２４７，５８２１，１７１，６２７１，４１９，２０９１年超３年以下

－－－－－７８７，１８９１，７２１，７４０２，５０８，９２９３年超５年以下

－－－－－１，４９８，１９１５，１９１，８３３６，６９０，０２５５年超７年以下

－－－－－１２，６３０，６３８１４，４９２，０３１２７，１２２，６６９７年超１０年以下

－－－－－１２，９３４，４１５３０，５３７，２６５４３，４７１，６８１１０年超

－－－－－－３１６，１３８１２，２６３，３８８期限の定めのないもの

－－－－－２８，７７２，３４１５４，２７３，２７９３３４，３５７，１２９合　 計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産ならびにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」

とは、契約した期間・融資枠の範囲内で、利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行することを約束する契約における融資可能残額のことです。

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、株式や金利、為替などの通常の取引から派生した比較的小さな金額で仮想的に大きな原資産を取引する金融商品取引のうち、金融機関

や証券会社の店頭で相対で行われる取引のことです。

⑦３ヵ月以上延滞エクスポージャーの期末残高の業種別の内訳 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度項　　　　　　　目

－－農 業

法

人

－－林 業

－－水 産 業

－－製 造 業

－－鉱 業

－－建 設 ・ 不 動 産 業

－－電気・ガス・熱供給・水道業

－－運 輸 ・ 通 信 業

－－金 融 ・ 保 険 業

－－卸売・小売・飲食・サービス業

－－そ の 他

－１２，４００個　 　 人

－１２，４００合　 　 計

（注）「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」には、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのほか、および外部格付・カント

リーリスク・スコアによってリスク・ウエイトが１５０％となったエクスポージャーを含めています。

⑥３ヵ月以上延滞エクスポージャーの期末残高の地域別の内訳 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度区　　　　　　分

－１２，４００国　 　 内

－－国　 　 外

－１２，４００合　 　 計

（注）「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」には、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのほか、外部格付・カントリーリ

スク・スコアによってリスク・ウエイトが１５０％となったエクスポージャーを含めています。
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経営資料　Ⅴ　自己資本の充実の状況

　3 ．信用リスクに関する事項

⑧貸倒引当金の期末残高および期中の増減額 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

区　　　　分
期末残高

期中減少額期中増加
額　　　

期首残高期末残高
期中減少額期中増加

額　　　
期首残高

その他目的使用その他目的使用

８１０，０００８１０，０００－８１０，０００８１０，０００１８６，３０７８１０，０００－１８６，３０７８１０，０００一 般 貸 倒 引 当 金

－－－－－－－－－－個 別 貸 倒 引 当 金

－－－－－－－－－－国　 内

－－－－－－－－－－国　 外

－－－－－－－－－－農 業

法

人

－－－－－－－－－－林 業

－－－－－－－－－－水 産 業

－－－－－－－－－－製 造 業

－－－－－－－－－－鉱 業

－－－－－－－－－－建設・不動産業

－－－－－－－－－－
電気・ガス・熱供
給 ・ 水 道 業

－－－－－－－－－－運 輸 ・ 通 信 業

－－－－－－－－－－金 融 ・ 保 険 業

－－－－－－－－－－
卸売・小売・飲食
・ サ ー ビ ス 業

－－－－－－－－－－そ の 他

－－－－－－－－－－個　 人

⑩信用リスク削減効果勘案後の残高および自己資本控除額 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

区　　　　　　分
計

格付格付
計

格付格付

なしありなしあり

－－－４３，０４１，１３１４３，０４１，１３１－リスク・ウエイト０％信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

－－－２９，６５２，５４５２９，６５２，５４５－リスク・ウエイト１０％

－－－２４４，３６２，３５９２４４，３６２，３５９－リスク・ウエイト２０％

－－－１，３３０，３４４１，３３０，３４４－リスク・ウエイト３５％

－－－３，５１０，９７２－３，５１０，９７２リスク・ウエイト５０％

－－－３２６，８６７３２６，８６７－リスク・ウエイト７５％

－－－１２，１２１，２１３１１，７１８，２４３４０２，９７０リスク・ウエイト１００％

－－－１１，６９５１１，６９５－リスク・ウエイト１５０％

－－－－－－そ の 他

－－－－－－自 己 資 本 控 除 額

－－－３３４，３５７，１２９３３０，４４３，１８６３，９１３，９４２合 計

⑨貸出金償却の額
　　該当項目はありません。
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　4 ．信用リスク削減手法に関する事項
①信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要
　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポージャーに対して

一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対す

るリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。

　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」に定めています。

　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。

　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相手のために第三者が

提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削減

手法の簡便手法を用いています。

　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、本邦地方公共団体、本邦政府関係

機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、および金融機関または証券会社、これら以外の主体で長期格付がＡ－（マ

イナス）またはＡ３以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部

分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適用しています。

　貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由にかかわらず、

貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下に

ある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視および

管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相

殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

　担保に関する評価および管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認および評価の見直しを行っています。なお、主要な

担保の種類は自組合貯金です。

　5 ．派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　　該当項目はありません。

②信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度

区　　　　　分 クレジット・

デリバティブ
保証

適格金融

資産担保

クレジット・

デリバティブ
保証

適格金融

資産担保

－－－－－－わが国の政府関係機関向け

－－－－１，１５１，１９５－地 方 三 公 社 向 け

－－－－－－金融機関向けおよび証券会社向け

－－－－－－法 人 等 向 け

－－－－－１５，０４２中小企業等向けおよび個人向け

－－－－－－抵 当 権 住 宅 ロ ー ン

－－－－－－不 動 産 取 得 等 事 業 向 け

－－－－－－３ ヵ 月 以 上 延 滞 等

－－－－－－証 券 化

－－－－－５，３０５そ の 他

－－－－１，１５１，１９５２０，３４８合 計

（注）１．「エクスポージャー」とは、資産ならびにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。

　　　２．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび証

券会社向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　３．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある２以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取

引のことです。

　　　４．「その他」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未

決済取引・左記以外（固定資産等）が含まれます。

　　　５．「クレジット・デリバティブ」とは、信用リスクをヘッジ（回避・低減）するために、債務者である会社等の信用力を指標に将来受け渡す損益を決める取引です。
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　6 ．証券化エクスポージャーに関する事項

経営資料　Ⅴ　自己資本の充実の状況

　8 ．金利リスクに関する事項
①金利リスクの算定方法の概要
　金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、貯金等）が、

金利の変動により発生するリスク量を見るものです。当ＪＡでは、市場金利が上下に２％変動した時に受ける金利リスク量を算出

し、そのうち経済価値の減少が大きい金利変動の金利リスク量を採用しています。

　要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出される要求払貯金のうち、引き出

されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と定義し、当ＪＡでは、普通貯金等の額の５０％相当額を０～５年の期間

に均等に振り分けて（平均残存２．５年）リスク量を算定しています。

　金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。

②金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度項　　　　　　　目

－△１，３０４，３３１金利ショックに対する損益・経済価値の増減（△）額

　　該当する取引はありません。

　「出資等または株式等」とは、貸借対照表上の有価証券勘定および外部出資勘定の株式または出資として計上されているものをい

い、当ＪＡにおいては、系統および系統外出資が該当します。

　系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通じた連合会等の財務健全

化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。

　なお、系統および系統外出資の評価等については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて引当金（外部出資等損失引当金）の

計上や直接償却（外部出資等償却）を実施することとしています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその

旨記載することとしています。

③出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益
　　該当項目はありません。

④貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（その他有価証券の評価損益等）
　　該当項目はありません。

⑤貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等）
　　該当項目はありません。

②出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額および時価 （単位：千円）

平 成１７年 度平 成１８年 度
項　　　　目

時価評価額貸借対照表計上額時価評価額貸借対照表計上額

－－－－上　 場

－－６，４４９，４４４６，４４９，４４４非 上 場

－－６，４４９，４４４６，４４９，４４４合　 計

　7 ．出資等または株式等エクスポージャーに関する事項
①出資等または株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要



ＪＡの概要 ＪＡの概要 
平成18年度 
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　1 ．機 構 図

JAの概要

（平成１９年７月１日現在）
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　2 ．役 員 一 覧

該当する項目はありません。

　6 ．特定信用事業代理業者の状況

　3 ．組 合 員 数

（平成１９年７月１日現在）

代表権氏 名役 職 名代表権氏 名役 職 名
無青 木　 茂理 事有津 塩 壽 郎代 表 理 事 組 合 長

〃南 山 眞 一〃無土 居 嘉 儀副 組 合 長 理 事

〃田 中 源 二 郎〃〃松 本 隆 司専 務 理 事

〃西 尾　 清〃〃中 野　 猛常務理事（管理担当）

〃西 尾 和 夫〃〃藤 原 孝 太 郎常務理事（信用担当）

〃� 山 和 英〃〃原 田 良 一理 事

〃中 谷 S 一〃〃奥 中 忠 彦〃

〃南 野 吉 平〃〃西 側 実 一〃

〃奥 野　 拓〃〃辻　 正 雄〃

〃池 � 俊 幸〃〃霜 野 繁 治〃

〃橋 本 征 吾〃〃小 林 角 造〃

〃雛 本 竹 雄〃〃中 辻 健 司〃

〃村 田 光 代〃〃中 野 一 夫〃

（順不同）

■理　事

■監　事

（注）監事のうち伊藤　裕幸は、農協法第３０条第１２
項に定める要件を満たす員外監事です。

氏 名役 職 名
尾 下 邦 弘代 表 監 事

藤 原 秋 夫常 任 監 事

小 田　 守監 事

上 野　 章〃

伊 藤 裕 幸〃

（順不同）

（平成１９年７月１日現在）

（単位：人、団体）

平 成１７年 度平 成１８年 度区 分
６，５７０６，５０８個 人正

組
合
員

２１農 事 組 合 法 人法
人 ─１そ の 他 の 法 人

６，５７２６，５１０計

９，６１８１２，９６８個 人
准
組
合
員

──農 業 協 同 組 合

──農 事 組 合 法 人

１０１０そ の 他 の 団 体

９，６２８１２，９７８計

１６，２００１９，４８８合 計

構 成 員 数組 織 名
５０３人野 菜 振 興 会

３０人緑 花 振 興 会

４８人果 樹 振 興 会

１９人４ Ｈ ク ラ ブ

３３人観 光 農 業 振 興 会

８人農 作 業 受 託 協 議 会

２２人酪 農 協 議 会

２，５３８人女 性 会

７９８人資 産 管 理 研 究 会

２，４２７人年 金 友 の 会

（注）組織名については７月１日現在を、構成員数については３月
３１日現在を基準として記載しています。

平成１７年度末平成１８年度末区 分
１８８１７９男 性

１０２１０２女 性

２９０２８１正 職 員 計

１１受 入 出 向 者

２５４０派 遣

３１６３２２合 計

（単位：人）

　5 ．職 員 数4　 ．組合員組織の状況

（注）確定拠出年金（個人型）の運営管理業に従事する使用人の数は２人です。
（平成１９年４月１日現在）
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　7 ．地 区 一 覧

JAの概要
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　8 ．店 舗 一 覧
■事　務　所

ＡＴＭ
設置台数事 業 内 容電話番号所 在 地郵便番号施設の名称

１台総合・相談その他２７８－３３３３堺市西区上野芝町２丁１番１号５９３- ８３０１本 所

─購買・販売・利用・指導２３４－１９００　　中区陶器北５６- ２５９９- ８２４２営農センター

─販売２９６－９９２６　　南区鉢ヶ峯寺２４０５- １５９０- ０１２５農産物直売所

─加工・指導２７０－５４５４　　中区深井中町１４５５- ３５９９- ８２７２生活センター

１台総合２３８－３１０７　　堺区南清水町２丁４- １５９０- ０００５中 央 支 所

１台総合２４１－２７８５　　堺区石津町３丁４- １５９０- ０８１４中 部 南 支 所

１台総合２５２－２５２８　　北区百舌鳥赤畑町５丁７４３- ４５９１- ８０３７百 舌 鳥 支 所

１台総合２５２－０４０３　　北区新堀町２丁１０３５９１- ８００５五 箇 荘 支 所

１台総合２６２－０１２２　　西区浜寺諏訪森町中３丁２４４- ２５５９２- ８３４８浜 寺 支 所

１台総合２７８－０１１２　　中区深井中町１４５４- １５９９- ８２７２深 井 支 所

１台総合２７１－１５４１　　中区八田寺町２２６- １５９９- ８２６７八 田 荘 支 所

１台総合２３７－５４６１　　中区新家町２５３- １５９９- ８２３２東百舌鳥支所

１台総合２７１－５８２１　　西区津久野町２丁９- １１５９３- ８３２２津 久 野 支 所

１台総合２５２－００５４　　北区中村町２５３- ６５９１- ８０１２北 八 下 支 所

１台総合２８５－０１２９　　東区菩提町５丁２３２５９９- ８１０３南 八 下 支 所

１台総合２８５－００２３　　東区日置荘西町３丁１３- ８５９９- ８１１４日 置 荘 支 所

１台総合２７８－０１２２　　中区平井１２２- ２５９９- ８２５１久 世 支 所

１台総合２３７－５１０１　　中区陶器北４５５- １５９９- ８２４２東 陶 器 支 所

１台総合２３６－５４８１　　中区田園５７５- ７５９９- ８２４６西 陶 器 支 所

１台総合２９７－０５２１　　南区片蔵３０５９０- ０１２１上 神 谷 支 所

１台総合２７３－４０５１　　西区草部１８２- ２５９３- ８３１２福 泉 支 所

１台総合２９７－０６２１　　南区美木多上４４- １５９０- ０１３６美 木 多 支 所

１台総合２３５－１５５１　　東区大美野６５- ４５９９- ８１２６登 美 丘 支 所

１台総合２５２－００２７　　北区金岡町１０８８５９１- ８０２２金 岡 支 所

１台総合２６３－６１１２　　西区鳳西町１丁７６- ２５９３- ８３２６鳳 支 所

（注）事業内容欄の総合とは、信用・共済・購買・販売・指導事業をいいます。

■店外ＡＴＭ
ＡＴＭ設置台数所 在 地施 設 の 名 称

１台堺市南区大庭寺１０６- ４大庭寺キャッシュサービスコーナー

１台　　西区鳳中町２丁５０- ２鳳北キャッシュサービスコーナー

（平成１９年７月１日現在）



　9 ．沿革・あゆみ

JAの概要
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 昭和４４年３月 堺市内１９農協が合併し「堺市農業協同組合」 

   発足

  ９月 『堺市農協情報』創刊（平成５年４月『　Ｃ 　Ｒ  

   　Ｏ 　Ｐ 』に改称）

 昭和４６年５月 堺市農協農業会館（本所）完成

 昭和４７年５月 旧金岡・鳳農協と合併し、一市一農協として 

   発足

 昭和５１年６月 育苗センター完成（昭和５６年４月１８日「営農 

   センター」に改称）

  １１月 第１回堺市農業祭開催・営農テレホンサービ 

   ス開始（TEL　２７７－３５９１）

 昭和５３年９月 「営農フェア」開催（現在の「　Ｊ 　Ａ フェア」 

   の前身）

 昭和５４年３月 合併１０周年記念式典挙行

 昭和５６年４月 外務（渉外）担当職員設置

  ６月 堺市農業研修センター完成

 昭和５７年１２月 計画（予約）購買制度スタート

 昭和５８年５月 第１次中期経営計画策定（以後３年ごとに策 

   定。現在第９次同計画を実践中）

 昭和５９年１月 営農外務員制度導入

  ８月 全銀内国為替制度に加盟

  １２月 第１次地域農業振興計画策定（以後５年ごと 

   に策定。現在第５次同計画を実践中）

 昭和６０年１０月 　Ａ 　Ｔ 　Ｍ 全店舗に設置

 昭和６１年７月 堺市農協資産管理連絡協議会発足

 昭和６３年６月 学経理事制導入

  ８月 グルメレディースサークル発足

  ９月 年金友の会連絡協議会発足

 平成元年３月 合併２０周年記念式典挙行

  ４月 土曜組合員相談室開設

  ９月 婦人会結成２０周年記念大会開催

  １１月 ハンディ端末機導入

 平成２年４月 営農情報紙『わかば』創刊

  ８月 貯金残高２，０００億円達成

 平成３年１０月 農産加工所（生活センター）開所・外貨両替 

   業務取り扱い開始

 平成４年４月 農協　Ｃ 　Ｉ を導入し、愛称「　Ｊ 　Ａ 堺市」設定

 平成５年７月 資産管理情報誌『みのり』創刊

 平成７年４月 新土壌分析システム導入

 平成８年４月 カタログショッピング開始

 平成９年１月 本所機構の改革実施（５部２室１２課制）

 平成１０年３月 　Ｊ 　Ａ 全中から「平成９年度優良農業協同組合 

   表彰」受賞

  １０月 鳳南支所、大庭寺・鳳北出張所を、福泉支所、

   鳳支所に統合

  １１月 購買品配送体制の合理化（８支所を対象に試 

   行）実施

 平成１１年３月 合併３０周年記念式典挙行

  ８月 府から「特定組合」の承認を受ける（余裕金 

   運用基準の緩和）

  ９月 女性会結成３０周年記念式典挙行

  １０月 証券投資信託の取り扱い開始

 平成１２年４月 　Ａ 　Ｌ 　Ｍ （資産と負債の総合管理）委員会設置

  ４月 外貨預金の取り扱い開始

  ４月 農業公園　堺・緑のミュージアム『ハーベス 

   トの丘』開園

   同所に地場農産物を販売する『農産物直売所』 

   設置

  １２月 コンプライアンス（法令順守）・マニュアル 

   制定

 平成１３年６月 ホームページ開設

  ７月 長期共済保障保有高６，０００億円達成

 平成１５年３月 確定拠出年金の取り扱い開始

  ３月 ＪＡ全中から「平成１４年度特別優良農業協同 

   組合表彰」受賞

 平成１６年２月 第３回ＪＡバンク全国大会で「優績表彰」受 

   賞

  ４月 大阪エコ農産物「泉州さかい育ち」のトレー 

   サビリティーシステムをＪＡ堺市のホームペ 

   ージに導入

 平成１７年３月 「堺市農業協同組合個人情報保護方針」と 

   「セキュリティー基本方針」を制定

  ４月 「個人情報保護法に関する法律」施行

  ８月 貯金残高３，０００億円達成

  １０月 経済事業改革にともなう組織整備。営農部と 

   経済部を統合し「営農経済部」を設置

  １１月 営農センター購買倉庫・購買店舗営業開始

 平成１８年４月 「ハーベストの丘農産物直売所」の指定管理 

   者となる



※１　セキュリティ＝安全管理 
※２　情報セキュリティマネジメントシステム＝組織的に情報セキュリティの維持と向上のための方策を立案、運用、見直し、改善すること 

　平成１７年４月１日から、個人情報の保護に関する法律が施行されました。ＪＡ堺市では、組合員・お客さまからの
信頼が第一と考え、以下の方針を掲げ、個人情報の漏えい、内容の改ざんの防止などのための厳格な管理を実施しま
す。また全職員に『コンプライアンス・マニュアル』を配布し、プライバシーに関する情報には守秘義務を遵守する
よう、周知徹底をはかっています。なお当ＪＡにおける「個人情報の利用目的」は、本・支所店頭に掲示するととも
に、ホームページで公開しています。 

堺市農業協同組合　　　 

代表理事組合長　津塩壽郎 

平成１７年３月２４日制定 

　堺市農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱

うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約

します。 

１．当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます。）

その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林水産大臣をはじめ主務大臣のガイドライン等に定

められた義務を誠実に遵守します。 

個人情報とは、法第２条第１項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるも

のをいい、以下も同様とします。 

２．当組合は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により

例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

３．当組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外とし

て扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。

ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。 

４．当組合は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理の

ために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。 

個人データとは、法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第２項）を構成する

個人情報をいい、以下同様とします。 

５．当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、

個人データを第三者に提供しません。 

６．当組合は、保有個人データにつき法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。 

保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

７．当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部

体制の整備に努めます。 

８．当組合は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善

に努めます。 

以　上 

堺市農業協同組合個人情報保護方針 

個人情報保護の取り組み 

堺市農業協同組合　　　 

代表理事組合長　津塩壽郎 

平成１７年３月２４日制定 

　堺市農業協同組合は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供

するため、組合内の情報およびお預りした情報のセキュリティ　の確保と日々の改善に努めることが当組合

の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 

１．当組合は、情報資産を適正に取り扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止

に関する法律、ＩＴ基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ

主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。 

２．当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な組織的・

人的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利

用妨害などが発生しないよう努めます。 

３．当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に

基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。 

４．当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が起きた場合、その原因を迅速に解明し、被

害を最小限に止めるよう努めます。 

５．当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマ

ネジメントシステム　を確立し、維持改善に努めます。 

以　上 

堺市農業協同組合セキュリティ基本方針 

※２ 

※１ 
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